
 

 

1

 
○ 
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

 
 
 
  

 
 
  

  
 
  

  
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

改 
 

 

正 
 

 

案 

現 
 

 
 

 
 

行 

 
 

（
銀
行
等
に
保
険
募
集
を
行
わ
せ
る
際
の
業
務
運
営
に
関
す
る
措
置
） 

第
五
十
三
条
の
三
の
三 
保
険
会
社
は
銀
行
等
（
法
第
二
百
七
十
五
条
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す
る
銀
行
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
三
編
第
一
章

及
び
第
二
百
三
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
生
命
保
険
募
集
人
又

は
損
害
保
険
代
理
店
に
保
険
募
集
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
銀
行
等
の

信
用
を
背
景
と
す
る
過
剰
な
保
険
募
集
に
よ
り
当
該
保
険
会
社
の
業
務
の

健
全
か
つ
適
切
な
運
営
及
び
公
正
な
保
険
募
集
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
銀
行
等
へ
の
委
託
に
関
し
て
方
針
を
定
め
る
こ
と

、
当
該
銀
行
等
の
保
険
募
集
の
状
況
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
そ
の
他
の

必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

  

（
新
設
） 

（
特
定
関
係
者
に
該
当
す
る
金
融
機
関
の
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
金
融
情
報

の
取
扱
い
） 

第
五
十
三
条
の
六 

保
険
会
社
は
、
そ
の
特
定
関
係
者
に
該
当
す
る
金
融
機

関
が
そ
の
業
務
（
保
険
募
集
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
取
り
扱

う
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
金
融
情
報
（
そ
の
役
員
又
は
使
用
人
が
職
務
上

知
り
得
た
顧
客
の
預
金
、
為
替
取
引
又
は
資
金
の
借
入
れ
に
関
す
る
情
報

そ
の
他
の
顧
客
の
金
融
取
引
又
は
資
産
に
関
す
る
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情

（
特
定
関
係
者
に
該
当
す
る
金
融
機
関
の
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
情
報
の
取

扱
い
） 

第
五
十
三
条
の
六 

保
険
会
社
は
、
そ
の
特
定
関
係
者
に
該
当
す
る
金
融
機

関
の
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
情
報
（
当
該
金
融
機
関
の
取
締
役
、
執
行
役

若
し
く
は
監
査
役
又
は
使
用
人
が
職
務
上
知
り
得
た
顧
客
の
預
金
、
為
替

取
引
、
資
金
の
借
入
れ
等
に
係
る
情
報
そ
の
他
の
特
別
の
情
報
を
い
う
。

）
が
当
該
保
険
会
社
が
引
き
受
け
る
保
険
に
係
る
保
険
募
集
に
利
用
さ
れ
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報
（
第
五
十
三
条
の
九
に
規
定
す
る
情
報
及
び
第
五
十
三
条
の
十
に
規
定

す
る
特
別
の
非
公
開
情
報
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
が
、
事
前
に
書
面
そ

の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
当
該
顧
客
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
保
険
募

集
に
係
る
業
務
に
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２
（
略
） 

 

（
事
業
方
法
書
等
に
定
め
た
事
項
の
変
更
に
係
る
届
出
） 

第
八
十
三
条 

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

損
害
保
険
会
社
の
次
に
掲
げ
る
契
約
に
係
る
法
第
四
条
第
二
項
第
三

号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
定
め
た
事
項
並
び
に
第
八
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
並
び
に
同
条
第

三
項
及
び
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

資
産
に
関
す
る
火
災
、
落
雷
、
破
裂
、
爆
発
、
風
災
、
ひ
ょ
う
災

、
雪
災
に
よ
る
損
害
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
損
害
を
対
象
と
す
る
保

険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
、
第
百
八
十
九
条
及
び
第
二
百
十
一
条
の

二
第
一
項
に
お
い
て
「
火
災
保
険
契
約
」
と
い
う
。
） 

ロ
～
ヌ 

（
略
） 

ル 

自
動
車
の
管
理
又
は
運
行
に
伴
う
損
害
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約

（
第
二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
自
動
車
保
険
契
約
」
と

い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
（
第
百
六

な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
当
該

非
公
開
情
報
が
保
険
募
集
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
き
事
前
に
当
該
顧
客

の
書
面
に
よ
る
同
意
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

 

  

２
（
略
） 

 

（
事
業
方
法
書
等
に
定
め
た
事
項
の
変
更
に
係
る
届
出
） 

第
八
十
三
条 

 

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

損
害
保
険
会
社
の
次
に
掲
げ
る
契
約
に
係
る
法
第
四
条
第
二
項
第
三

号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
定
め
た
事
項
並
び
に
第
八
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
並
び
に
同
条
第

三
項
及
び
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

資
産
に
関
す
る
火
災
、
落
雷
、
破
裂
、
爆
発
、
風
災
、
ひ
ょ
う
災

、
雪
災
に
よ
る
損
害
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
損
害
を
対
象
と
す
る
保

険
契
約
（
第
百
六
十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
火
災
保

険
契
約
」
と
い
う
。
） 

ロ
～
ヌ 

（
略
） 

ル 
自
動
車
の
管
理
又
は
運
行
に
伴
う
損
害
を
対
象
と
す
る
保
険
契
約

で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
（
第
百
六
十
四
条
及

び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
総
付
保
台
数
十
台
以
上
の
自
動
車
保
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十
四
条
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
「
総
付
保
台
数
十
台
以
上
の

自
動
車
保
険
契
約
」
と
い
う
。
） 

（
１
）
～
（
３
）
（
略
） 

ヲ
～
テ 
（
略
） 

 

（
業
務
、
経
理
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

 

第
百
六
十
条 

第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
の
五
及
び
第
五
十

二
条
の
六
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
ま
で
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
に
つ

い
て
、
第
六
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
契
約
者
配
当
を
行
う

場
合
に
つ
い
て
、
第
六
十
三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
公
正
か
つ

衡
平
な
契
約
者
配
当
を
行
う
た
め
に
日
本
に
お
い
て
設
け
る
勘
定
に
つ
い

て
、
第
六
十
六
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
い
て
積
み
立

て
る
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条
第
一
項
の
価

格
変
動
準
備
金
に
つ
い
て
、
第
七
十
一
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が

日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
を
再
保
険
に
付
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
七
十

三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎

決
算
期
に
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
払
備
金
に
つ
い
て
、
第
七
十

九
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
保
険
計
理
人
に
つ
い

て
、
第
八
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
保
険
計

理
人
が
当
該
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
に
提
出
す
る
意

見
書
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十

九
条
中
「
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
八
条
の
三
及
び
第
四
十

八
条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
九
条
、
第
百
四
十
条
及
び
第
百
四

険
契
約
」
と
い
う
。
） 

 

（
１
）
～
（
３
）
（
略
） 

ヲ
～
テ 

（
略
） 

 

（
業
務
、
経
理
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

 

第
百
六
十
条 

第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
の
五
及
び
第
五
十

二
条
の
六
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
ま
で
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
に
つ

い
て
、
第
六
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
契
約
者
配
当
を
行
う

場
合
に
つ
い
て
、
第
六
十
三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
公
正
か
つ

衡
平
な
契
約
者
配
当
を
行
う
た
め
に
日
本
に
お
い
て
設
け
る
勘
定
に
つ
い

て
、
第
六
十
六
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
い
て
積
み
立

て
る
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条
第
一
項
の
価

格
変
動
準
備
金
に
つ
い
て
、
第
七
十
一
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が

日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
を
再
保
険
に
付
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
七
十

三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎

決
算
期
に
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
払
備
金
に
つ
い
て
、
第
七
十

九
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
保
険
計
理
人
に
つ
い

て
、
第
八
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
保
険
計

理
人
が
当
該
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
に
提
出
す
る
意

見
書
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十

九
条
中
「
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
八
条
の
三
及
び
第
四
十

八
条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
九
条
、
第
百
四
十
条
及
び
第
百
四
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十
条
の
三
」
と
、
第
五
十
条
中
「
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十

八
条
の
三
、
第
四
十
八
条
の
五
及
び
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
九

条
、
第
百
四
十
条
及
び
第
百
四
十
条
の
三
並
び
に
第
百
六
十
条
に
お
い
て

準
用
す
る
第
四
十
九
条
」
と
、
第
五
十
三
条
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る

の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第

七
十
四
条
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
三
条
第
一
号
」
と
、
第
五

十
三
条
の
二
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「

顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
八
中

「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
九

中
「
資
金
需
要
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
資
金
需
要
者
」
と
、

第
五
十
三
条
の
十
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と

、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
同
条
第
一
項
第

一
号
中
「
法
第
九
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
九
十
八
条
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
営
業
所
又
は
事
務
所

」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
支
店
等
（
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
支
店
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
中

「
営
業
所
又
は
事
務
所
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
支
店
等
」
と
、

「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三

の
二
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」

と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
の
三
中
「

業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
第
五
十
三
条
の
四
中

「
特
定
関
係
者
（
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係
者
を
い
う
。

次
条
及
び
第
五
十
三
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊

十
条
の
三
」
と
、
第
五
十
条
中
「
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十

八
条
の
三
、
第
四
十
八
条
の
五
及
び
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
九

条
、
第
百
四
十
条
及
び
第
百
四
十
条
の
三
並
び
に
第
百
六
十
条
に
お
い
て

準
用
す
る
第
四
十
九
条
」
と
、
第
五
十
三
条
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る

の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第

七
十
四
条
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
三
条
第
一
号
」
と
、
第
五

十
三
条
の
二
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「

顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
八
中

「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
九

中
「
資
金
需
要
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
資
金
需
要
者
」
と
、

第
五
十
三
条
の
十
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と

、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
同
条
第
一
項
第

一
号
中
「
法
第
九
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
九
十
八
条
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
営
業
所
又
は
事
務
所

」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
支
店
等
（
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
支
店
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
中

「
営
業
所
又
は
事
務
所
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
支
店
等
」
と
、

「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三

の
二
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」

と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
四
中
「
特
定

関
係
者
（
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係
者
を
い
う
。
次
条
及

び
第
五
十
三
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係
者

（
法
第
百
九
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
関
係
者
を
い
う
。
以
下
同



 

 

5

関
係
者
（
法
第
百
九
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
関
係
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」

と
、
第
五
十
三
条
の
五
中
「
営
業
所
又
は
事
務
所
」
と
あ
る
の
は
「
日
本

に
お
け
る
支
店
等
」
と
、
「
特
定
関
係
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係
者

」
と
、
第
五
十
三
条
の
六
中
「
特
定
関
係
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係

者
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十

三
条
の
七
中
「
法
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
又
は
第
九
十
九
条
」
と
あ

る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
七
条
、
第
九

十
八
条
又
は
第
九
十
九
条
」
と
、
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け

る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第

六
十
二
条
本
文
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契

約
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け

る
保
険
契
約
者
」
と
、
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
六
条
第

三
項
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
八
十
七
条

第
三
項
第
二
号
」
と
、
第
六
十
六
条
中
「
毎
決
算
期
に
お
い
て
保
有
す
る

資
産
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
に
お

い
て
日
本
に
お
け
る
資
産
」
と
、
「
帳
簿
価
額
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に

お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
決
算
期
の
帳
簿
価
額
」
と
、
第
七
十
一
条
第
二

項
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
第

七
十
三
条
第
一
項
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険

契
約
」
と
、
「
保
険
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の

給
付
金
」
と
、
「
毎
決
算
期
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度

に
係
る
毎
決
算
期
」
と
、
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
二
条
」
と

じ
。
）
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第

五
十
三
条
の
五
中
「
営
業
所
又
は
事
務
所
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け

る
支
店
等
」
と
、
「
特
定
関
係
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係
者
」
と
、

第
五
十
三
条
の
六
中
「
特
定
関
係
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係
者
」
と

、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の

七
中
「
法
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
又
は
第
九
十
九
条
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条

又
は
第
九
十
九
条
」
と
、
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務

」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
六
十
二

条
本
文
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と

、
同
条
第
一
号
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険

契
約
者
」
と
、
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
六
条
第
三
項
中

「
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項

第
二
号
」
と
、
第
六
十
六
条
中
「
毎
決
算
期
に
お
い
て
保
有
す
る
資
産
」

と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
に
お
い
て
日

本
に
お
け
る
資
産
」
と
、
「
帳
簿
価
額
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る

事
業
年
度
に
係
る
決
算
期
の
帳
簿
価
額
」
と
、
第
七
十
一
条
第
二
項
中
「

保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
第
七
十
三

条
第
一
項
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
」

と
、
「
保
険
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金

」
と
、
「
毎
決
算
期
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る

毎
決
算
期
」
と
、
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
二
条
」
と
、
同
条

第
二
項
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
八
十
七
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、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百

八
十
七
条
第
三
項
第
四
号
」
と
、
第
七
十
九
条
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ

る
の
は
「
第
百
五
十
七
条
」
と
、
第
八
十
二
条
第
一
項
中
「
定
時
総
会
又

は
定
時
社
員
総
会
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
定
時
総
代
会
）
の

会
日
の
八
週
間
前
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
報
告
書
の
提
出
期
限
の
三
週
間

前
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
商
号
又
は
名
称
」
と
あ
る
の
は
「
商
号
、
名

称
又
は
氏
名
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十

九
条
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
又
は
社
員
に
対
す
る
剰
余
金
の
分
配
に
関

す
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
に
関
す
る
事
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第

六
十
四
条
第
一
項
の
契
約
者
配
当
準
備
金
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一

号
の
社
員
配
当
準
備
金
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
六
条
第
一
項
の
契
約

者
配
当
準
備
金
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
七
十
九
条
の
二
」
と
あ
る
の

は
「
第
百
五
十
七
条
の
二
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
取
締
役
会
」
と
あ
る

の
は
「
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

 

条
第
三
項
第
四
号
」
と
、
第
七
十
九
条
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は

「
第
百
五
十
七
条
」
と
、
第
八
十
二
条
第
一
項
中
「
定
時
総
会
又
は
定
時

社
員
総
会
（
総
代
会
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
定
時
総
代
会
）
の
会
日
の

八
週
間
前
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
報
告
書
の
提
出
期
限
の
三
週
間
前
」
と

、
同
項
第
一
号
中
「
商
号
又
は
名
称
」
と
あ
る
の
は
「
商
号
、
名
称
又
は

氏
名
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
九
条
」

と
、
同
項
第
四
号
中
「
又
は
社
員
に
対
す
る
剰
余
金
の
分
配
に
関
す
る
事

項
」
と
あ
る
の
は
「
に
関
す
る
事
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
六
十
四

条
第
一
項
の
契
約
者
配
当
準
備
金
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
社

員
配
当
準
備
金
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
六
条
第
一
項
の
契
約
者
配
当

準
備
金
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
七
十
九
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
五
十
七
条
の
二
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
取
締
役
会
」
と
あ
る
の
は
「

外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

  

（
銀
行
等
が
生
命
保
険
募
集
人
と
し
て
保
険
募
集
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
場

合
） 

第
二
百
十
一
条 

法
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
場
合
は
、
生
命
保
険
募
集
人
で
あ
る
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員

若
し
く
は
使
用
人
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は

媒
介
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
次
項
各
号
及
び
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
要

件
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
限
り
、
そ
の
締
結

（
銀
行
等
が
生
命
保
険
募
集
人
と
し
て
保
険
募
集
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
場

合
） 

第
二
百
十
一
条 

法
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
場
合
と
す
る
。 

 

一 

銀
行
等
（
法
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
銀
行
等
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の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件

）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。 

一 
法
第
三
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
保
険
に
係
る
保
険
契
約
の
う
ち

、
そ
の
保
険
金
が
住
宅
（
居
住
の
用
に
供
す
る
建
物
（
そ
の
一
部
を
事

業
の
用
に
供
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
建
設
、
購
入
若
し
く
は
改
良
（
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
土
地

又
は
借
地
権
の
取
得
を
含
む
。
）
に
係
る
債
務
の
返
済
に
充
て
ら
れ
る

も
の
又
は
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
確
実
な
も
の
（
当
該
保
険
金
の
額
が
当

該
債
務
の
残
高
と
同
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
） 

  

 

二 

法
第
三
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
保
険
に
係
る
保
険
契
約
（
保
険

契
約
者
が
法
人
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
被
保
険
者
の
生
存

に
関
し
て
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
保
険
契
約
で

あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
次
号
及

び
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
保
険
契
約
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

  

イ 

保
険
契
約
に
基
づ
き
払
い
込
ま
れ
る
保
険
料
（
第
五
十
三
条
第
一

項
第
四
号
に
規
定
す
る
既
契
約
の
責
任
準
備
金
、
返
戻
金
の
額
そ
の

他
の
被
保
険
者
の
た
め
に
積
み
立
て
ら
れ
て
い
る
額
（
次
条
第
一
項

第
四
号
イ
に
お
い
て
「
転
換
価
額
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ

を
い
う
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
二
百
三
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

、
次
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
。 

 

イ 

法
第
三
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
保
険
に
係
る
保
険
契
約
の
う

ち
、
そ
の
保
険
金
が
住
宅
（
居
住
の
用
に
供
す
る
建
物
（
当
該
建
物

の
床
面
積
の
う
ち
、
専
ら
事
業
の
用
に
供
す
る
部
分
が
二
分
の
一
を

超
え
な
い
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
建
設
、
購
入
又
は
改
良
（
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
土
地
又
は
借

地
権
の
取
得
を
含
む
。
）
に
係
る
債
務
の
返
済
に
充
て
ら
れ
る
も
の

（
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
の
額
が
当
該
債
務
の
残
高
と
同
一

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
二
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第

二
百
三
十
四
条
第
一
項
第
八
号
に
お
い
て
「
住
宅
関
連
信
用
生
命
保

険
契
約
」
と
い
う
。
） 

ロ 

法
第
三
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
保
険
に
係
る
保
険
契
約
（
保

険
契
約
者
が
法
人
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
被
保
険
者
の

生
存
を
事
由
と
し
て
年
金
を
支
払
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
保

険
契
約
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

の
（
ハ
に
規
定
す
る
保
険
契
約
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
第
二
百

十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号

に
お
い
て
「
個
人
年
金
保
険
契
約
」
と
い
う
。
） 

(
1
)
 

保
険
契
約
に
基
づ
き
払
い
込
ま
れ
る
保
険
料
（
第
五
十
三
条
第

一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
既
契
約
の
責
任
準
備
金
、
返
戻
金
の
額

そ
の
他
の
被
保
険
者
の
た
め
に
積
み
立
て
ら
れ
て
い
る
額
（
次
条

第
一
項
第
一
号
ニ
（
１
）
に
お
い
て
「
転
換
価
額
」
と
い
う
。
）



 

 

8

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
額
又
は
被
保
険
者
の
た
め
に
積
み
立

て
た
金
額
に
よ
り
保
険
金
の
額
及
び
当
該
保
険
契
約
の
解
約
に
よ
る

返
戻
金
の
額
が
定
め
ら
れ
る
も
の 

ロ 
当
該
保
険
契
約
に
基
づ
き
被
保
険
者
の
生
存
に
関
し
て
支
払
う
保

険
金
以
外
の
金
銭
の
支
払
（
契
約
者
配
当
（
法
第
百
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
契
約
者
配
当
を
い
う
。
）
又
は
社
員
に
対
す
る
剰
余
金

の
分
配
及
び
解
約
に
よ
る
返
戻
金
の
支
払
を
除
く
。
）
が
、
当
該
保

険
契
約
で
定
め
る
被
保
険
者
の
死
亡
（
余
命
が
一
定
の
期
間
以
内
で

あ
る
と
医
師
に
よ
り
診
断
さ
れ
た
身
体
の
状
態
及
び
重
度
の
障
害
に

該
当
す
る
状
態
を
含
む
。
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
四
項
第
一
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
支
払
う
保
険
金
に
限
ら
れ
、
当
該
保
険
金

の
額
が
、
当
該
保
険
金
を
支
払
う
時
点
ま
で
に
払
い
込
ま
れ
た
保
険

料
の
総
額
又
は
被
保
険
者
の
た
め
に
積
み
立
て
た
金
額
に
比
し
て
妥

当
な
も
の 

三 

法
第
三
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
保
険
に
係
る
保
険
契
約
の
う
ち

、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
、
同
条
第
二
項
第

二
号
及
び
同
条
第
四
項
第
二
号
に
定
め
る
も
の 

 

四 

法
第
三
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
保
険
に
係
る
保
険
契
約
（
前
三

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
保
険
契
約 

イ 

被
保
険
者
の
死
亡
に
関
し
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
保
険

に
係
る
保
険
契
約
（
そ
の
締
結
の
日
か
ら
一
定
期
間
を
経
過
し
た
後

保
険
金
の
額
が
減
額
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
保

を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
額
又
は
被
保
険

者
の
た
め
に
積
み
立
て
た
金
額
に
よ
り
年
金
の
金
額
及
び
当
該
保

険
契
約
の
解
約
に
よ
る
返
戻
金
の
額
が
定
め
ら
れ
る
も
の 

(
2
)
 

当
該
保
険
契
約
に
基
づ
く
年
金
以
外
の
金
銭
の
支
払
（
契
約
者

配
当
（
法
第
百
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
者
配
当
を
い
う

。
）
又
は
社
員
に
対
す
る
剰
余
金
の
分
配
及
び
解
約
に
よ
る
返
戻

金
の
支
払
を
除
く
。
）
が
、
当
該
保
険
契
約
で
定
め
る
被
保
険
者

が
死
亡
し
又
は
重
度
の
障
害
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に

支
払
う
保
険
金
に
限
ら
れ
、
当
該
保
険
金
の
額
が
、
当
該
保
険
金

を
支
払
う
時
点
ま
で
に
払
い
込
ま
れ
た
保
険
料
の
総
額
又
は
被
保

険
者
の
た
め
に
積
み
立
て
た
金
額
に
比
し
て
妥
当
な
も
の 

   

ハ 

法
第
三
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
保
険
に
係
る
保
険
契
約
の
う

ち
、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
、
同
条
第
二

項
第
二
号
及
び
同
条
第
四
項
第
二
号
に
定
め
る
も
の
（
第
二
百
十
一

条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
財
形
保
険
契
約
」
と
い
う
。
） 
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険
期
間
が
被
保
険
者
の
死
亡
の
時
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
も
の
（
保
険

料
を
一
時
に
払
い
込
む
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

ロ 
被
保
険
者
の
生
存
又
は
そ
の
保
険
期
間
の
満
了
前
の
被
保
険
者
の

死
亡
に
関
し
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
保
険
に
係
る
保
険
契

約
（
被
保
険
者
の
死
亡
に
関
す
る
保
険
金
の
額
が
被
保
険
者
の
生
存

に
関
す
る
保
険
金
の
額
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、

保
険
期
間
が
十
年
以
下
の
も
の
（
保
険
契
約
者
が
法
人
で
あ
る
も
の

を
除
く
。
）
又
は
保
険
料
を
一
時
に
払
い
込
む
こ
と
を
内
容
と
す
る

も
の 

五 

法
第
三
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
保
険
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
由

に
関
す
る
も
の
に
係
る
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
傷
害
保

険
契
約
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
保
険
期
間
の
満
了
後
満
期
返
戻
金
を

支
払
う
こ
と
を
約
す
る
保
険
契
約 

イ 

傷
害
を
受
け
た
こ
と
を
原
因
と
す
る
人
の
状
態 

ロ 

傷
害
を
受
け
た
こ
と
を
直
接
の
原
因
と
す
る
人
の
死
亡 

ハ 

イ
に
定
め
る
も
の
に
関
し
、
治
療
（
治
療
に
類
す
る
行
為
と
し
て

第
五
条
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
受
け
た
こ
と
。 

六 

法
第
三
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
保
険
に
係
る
保
険

契
約
で
あ
っ
て
、
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の 

        

 

 

 

      

 

 

２ 

生
命
保
険
募
集
人
で
あ
る
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が

前
項
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
と
き
は

、
当
該
銀
行
等
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

銀
行
等
が
、
顧
客
に
関
す
る
情
報
の
利
用
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る

   

二 

銀
行
等
が
、
次
に
掲
げ
る
措
置
（
次
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
百
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措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。 

 
イ 
そ
の
業
務
（
保
険
募
集
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
取
り

扱
う
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
金
融
情
報
（
そ
の
役
員
又
は
使
用
人
が

職
務
上
知
り
得
た
顧
客
の
預
金
、
為
替
取
引
又
は
資
金
の
借
入
れ
に

関
す
る
情
報
そ
の
他
の
顧
客
の
金
融
取
引
又
は
資
産
に
関
す
る
公
表

さ
れ
て
い
な
い
情
報
（
第
五
十
三
条
の
九
に
規
定
す
る
情
報
及
び
第

五
十
三
条
の
十
に
規
定
す
る
特
別
の
非
公
開
情
報
を
除
く
。
）
を
い

う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
百
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
事
前
に
書
面
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ

り
当
該
顧
客
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
保
険
募
集
に
係
る
業
務
（
顧

客
が
次
項
に
規
定
す
る
銀
行
等
生
命
保
険
募
集
制
限
先
に
該
当
す
る

か
ど
う
か
を
確
認
す
る
業
務
を
除
く
。
）
に
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
を

確
保
す
る
た
め
の
措
置 

ロ 

そ
の
保
険
募
集
に
係
る
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
顧
客
に
関
す
る

非
公
開
保
険
情
報
（
そ
の
役
員
又
は
使
用
人
が
職
務
上
知
り
得
た
顧

客
の
生
活
、
身
体
又
は
財
産
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
公
表
さ
れ
て

い
な
い
情
報
で
保
険
募
集
の
た
め
に
必
要
な
も
の
（
第
五
十
三
条
の

九
に
規
定
す
る
情
報
及
び
第
五
十
三
条
の
十
に
規
定
す
る
特
別
の
非

公
開
情
報
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
百

十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
事
前
に
書
面

そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
当
該
顧
客
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く

資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
保
険
募
集
に
係
る
業
務
以
外
の
業
務
に
利

十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
非
公
開
情
報
保
護
措
置
」
と

い
う
。
）
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。 

 

イ 

そ
の
行
う
業
務
（
保
険
募
集
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
際
し
知

り
得
た
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
情
報
（
当
該
銀
行
等
の
取
締
役
、
執

行
役
若
し
く
は
監
査
役
又
は
使
用
人
が
職
務
上
知
り
得
た
顧
客
の
預

金
、
為
替
取
引
、
資
金
の
借
入
れ
等
に
係
る
情
報
そ
の
他
の
特
別
の

情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
保
険
募
集
に
利

用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
き
事
前
に
当
該
顧
客
の
書
面
そ
の
他
の
適
切
な

方
法
に
よ
る
同
意
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
非
公
開
情
報
を
保
険

募
集
に
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

    

ロ 

そ
の
行
う
保
険
募
集
に
際
し
知
り
得
た
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
情

報
が
保
険
募
集
に
係
る
業
務
以
外
の
業
務
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ

き
事
前
に
当
該
顧
客
の
書
面
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
同
意
が

あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
非
公
開
情
報
を
保
険
募
集
に
係
る
業
務
以

外
の
業
務
に
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 
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用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

二 

銀
行
等
が
、
保
険
募
集
の
公
正
を
確
保
す
る
た
め
、
保
険
募
集
に
係

る
保
険
契
約
の
引
受
け
を
行
う
保
険
会
社
の
商
号
又
は
名
称
の
明
示
、

保
険
契
約
の
締
結
に
あ
た
り
顧
客
が
自
主
的
な
判
断
を
行
う
た
め
に
必

要
と
認
め
ら
れ
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
指
針
を
定
め

、
公
表
し
、
そ
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。 

三 

銀
行
等
が
、
保
険
募
集
に
係
る
法
令
等
（
法
令
、
法
令
に
基
づ
く
内

閣
総
理
大
臣
の
処
分
、
当
該
銀
行
等
の
内
部
規
則
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準

ず
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
遵
守
を
確
保

す
る
業
務
に
係
る
責
任
者
を
保
険
募
集
に
係
る
業
務
を
行
う
営
業
所
又

は
事
務
所
（
他
の
法
令
等
の
遵
守
を
確
保
す
る
業
務
が
複
数
の
営
業
所

又
は
事
務
所
を
一
つ
の
単
位
（
保
険
募
集
に
係
る
業
務
を
行
う
営
業
所

又
は
事
務
所
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
当
該
単
位
）
ご
と
に
、
当
該
責
任
者
を
指
揮
し
保
険
募
集
に

係
る
法
令
等
の
遵
守
を
確
保
す
る
業
務
を
統
括
管
理
す
る
統
括
責
任
者

を
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
配
置
し
て
い
る
こ
と
。 

  
 

     
 

３ 

生
命
保
険
募
集
人
で
あ
る
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が

第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
又

は
媒
介
を
行
う
と
き
は
、
当
該
銀
行
等
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

銀
行
等
が
、
次
に
掲
げ
る
者
（
銀
行
等
が
、
第
五
項
に
規
定
す
る
定

め
を
し
た
協
同
組
織
金
融
機
関
（
信
用
金
庫
、
労
働
金
庫
、
信
用
協
同

組
合
、
令
第
三
十
八
条
第
七
号
に
規
定
す
る
農
業
協
同
組
合
並
び
に
同
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条
第
八
号
に
規
定
す
る
漁
業
協
同
組
合
及
び
水
産
加
工
業
協
同
組
合
を

い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
協
同
組
織
金
融
機
関
の
会
員
又
は
組
合
員
（
会
員
又
は
組
合
員
で

あ
る
法
人
の
代
表
者
を
含
み
、
当
該
協
同
組
織
金
融
機
関
が
農
業
協
同

組
合
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
組
合
員
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者

を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
、
第
二
百
十
一
条
の
三
並
び
に
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
第
九

号
及
び
第
十
四
号
に
お
い
て
「
銀
行
等
生
命
保
険
募
集
制
限
先
」
と
い

う
。
）
を
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
と
す
る
保
険
契
約
（
第
一
項
第

四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
既
に
締
結
さ
れ
て
い

る
保
険
契
約
の
更
新
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒

介
を
手
数
料
そ
の
他
の
報
酬
を
得
て
行
わ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め

の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。 

イ 

当
該
銀
行
等
が
法
人
（
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
銀
行
法
施
行
令

（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
）
第
四
条
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ

る
法
人
そ
の
他
の
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の

号
、
次
項
、
次
条
第
一
項
第
六
号
ロ
及
び
第
三
項
第
一
号
並
び
に
第

二
百
三
十
四
条
第
一
項
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
代
表

者
に
対
し
当
該
法
人
の
事
業
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
（
手
形
の
割

引
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
並
び
に
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
第
十
号

及
び
第
十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
け
る

当
該
法
人
及
び
そ
の
代
表
者 

ロ 

当
該
銀
行
等
が
事
業
を
行
う
個
人
に
対
し
当
該
事
業
に
必
要
な
資
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金
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
個
人 

ハ 

当
該
銀
行
等
が
小
規
模
事
業
者
（
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が

五
十
人
（
当
該
銀
行
等
が
次
項
に
規
定
す
る
特
例
地
域
金
融
機
関
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
人
）
以
下
の
事
業
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
個
人
又
は
法
人
若
し
く
は
そ
の

代
表
者
に
対
し
、
当
該
小
規
模
事
業
者
の
事
業
に
必
要
な
資
金
の
貸

付
け
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
小
規
模
事
業
者
が
常
時
使

用
す
る
従
業
員
及
び
当
該
法
人
の
役
員
（
代
表
者
を
除
く
。
） 

二 

銀
行
等
が
、
顧
客
が
銀
行
等
生
命
保
険
募
集
制
限
先
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
を
確
認
す
る
業
務
そ
の
他
保
険
会
社
か
ら
委
託
を
受
け
た
業
務

を
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
の
措
置
及
び
保
険
募
集
に
係
る
業
務
が
当
該

銀
行
等
の
そ
の
他
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
及
ぼ
さ

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。 

三 

銀
行
等
が
、
そ
の
使
用
人
の
う
ち
事
業
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
に

関
し
て
顧
客
と
応
接
す
る
業
務
を
行
う
者
が
、
保
険
募
集
（
第
一
項
第

四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
行
わ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
（
当
該
銀
行
等
が
次
項
に

規
定
す
る
特
例
地
域
金
融
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
措
置

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
措
置
）
を
講
じ
て
い
る

こ
と
。 

４ 

特
例
地
域
金
融
機
関
と
は
、
そ
の
営
業
地
域
が
特
定
の
都
道
府
県
に
限

ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
金
融
機
関
で
あ
っ
て
、

当
該
金
融
機
関
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
、
当
該
金
融
機
関
が
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事
業
を
行
う
個
人
又
は
法
人
若
し
く
は
そ
の
代
表
者
に
対
し
当
該
事
業
に

必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
若
し
く

は
個
人
が
常
時
使
用
す
る
従
業
員
又
は
当
該
法
人
の
役
員
（
代
表
者
を
除

く
。
）
を
保
険
契
約
者
と
し
て
第
一
項
第
四
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
保

険
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
保
険

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
保
険
契
約
者
一
人
当
た
り
の
保
険
金
そ
の
他
の
給
付

金
の
額
（
保
険
特
約
に
係
る
も
の
を
含
み
、
第
七
十
四
条
第
一
号
の
保
険

契
約
に
該
当
す
る
保
険
契
約
の
う
ち
、
保
険
会
社
が
一
定
の
額
の
保
険
金

そ
の
他
の
給
付
金
の
支
払
の
保
証
を
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保
証

を
す
る
額
と
し
、
当
該
支
払
の
保
証
を
し
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該

保
険
契
約
に
基
づ
き
払
い
込
ま
れ
る
保
険
料
の
総
額
。
次
項
、
次
条
第
四

項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
百
十
一
条
の
三
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
合
計
が
千
万
円
ま
で
を
限
り
、
当
該
保
険
契
約
の
締
結
の

代
理
又
は
媒
介
を
行
う
旨
の
定
め
を
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
指
針
に

記
載
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。 

 

一 

人
の
生
存
又
は
死
亡
に
関
し
、
一
定
額
の
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
を

約
し
、
保
険
料
を
収
受
す
る
保
険
（
傷
害
を
受
け
た
こ
と
を
直
接
の
原

因
と
す
る
人
の
死
亡
の
み
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

二 
 

次
に
掲
げ
る
事
由
に
関
し
、
一
定
額
の
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
又
は

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
当
該
人
の
損
害
を
て
ん
補
す
る

こ
と
を
約
し
、
保
険
料
を
収
受
す
る
保
険 

イ 

人
が
疾
病
に
か
か
っ
た
こ
と
。 

ロ 

疾
病
に
か
か
っ
た
こ
と
を
原
因
と
す
る
人
の
状
態
（
重
度
の
障
害
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に
該
当
す
る
状
態
を
除
く
。
） 

ハ 

第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
由 

ニ 
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
関
し
、
治
療
（
治
療
に
類
す
る

行
為
と
し
て
第
五
条
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
を
受
け
た
こ
と
。 

５ 

生
命
保
険
募
集
人
で
あ
る
協
同
組
織
金
融
機
関
は
、
当
該
協
同
組
織
金

融
機
関
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
、
第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
当
該
協
同
組
織
金
融
機
関
の
会
員
又
は

組
合
員
を
保
険
契
約
者
と
し
て
第
一
項
第
四
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
保

険
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ

る
保
険
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
保
険
契
約
者
一
人
当
た
り
の
保
険
金
そ
の
他

の
給
付
金
の
額
の
合
計
が
千
万
円
ま
で
を
限
り
、
当
該
保
険
契
約
の
締
結

の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
旨
の
定
め
を
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
指
針

に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

      

６ 

生
命
保
険
募
集
人
で
あ
る
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
又

は
媒
介
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
当
該
保
険
契
約

に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
は
、
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、

か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
額
が
当
該
保
険
契
約

に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

当
該
銀
行
等
が
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場

合 

二 

当
該
保
険
契
約
の
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
が
銀
行
等
生
命
保
険

２ 

前
項
第
一
号
の
保
険
契
約
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
は
、
当
該
保
険
契
約

の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険

金
の
額
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥

当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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募
集
制
限
先
で
あ
る
場
合
（
前
号
の
場
合
を
除
く
。
） 

 

（
銀
行
等
が
損
害
保
険
代
理
店
と
し
て
保
険
募
集
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
場

合
） 

第
二
百
十
一
条
の
二 

法
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
損
害
保
険
代
理
店
で
あ
る
銀
行
等
又
は
そ
の

役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理

又
は
媒
介
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
次
項
各
号
及
び
第
三
項
各
号
に
掲
げ

る
要
件
（
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理

又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
）
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。 

一 

保
険
期
間
が
一
年
を
超
え
る
火
災
保
険
契
約
の
う
ち
、
そ
の
保
険
の

目
的
で
あ
る
住
宅
の
建
設
、
購
入
若
し
く
は
改
良
（
こ
れ
ら
に
付
随
す

る
土
地
又
は
借
地
権
の
取
得
を
含
む
。
）
の
た
め
の
資
金
の
全
部
若
し

く
は
一
部
と
し
て
銀
行
等
か
ら
の
借
入
金
が
充
当
さ
れ
て
い
る
も
の
又

は
充
当
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
な
も
の
又
は
当
該
保
険
契
約
に
附
帯
し
て

締
結
さ
れ
る
地
震
保
険
契
約
（
地
震
保
険
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二

項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
地
震
保
険
契
約
を
い
う
。
） 

 

二 

法
第
三
条
第
四
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
由
に
関
す
る
保
険
又
は
同

条
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
保
険
に
係
る
保
険
契
約
の
う
ち
、
そ
の
保

険
金
が
住
宅
の
建
設
、
購
入
又
は
改
良
（
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
土
地
又

は
借
地
権
の
取
得
を
含
む
。
）
に
係
る
債
務
の
返
済
の
支
援
に
充
て
ら

（
銀
行
等
が
損
害
保
険
代
理
店
と
し
て
保
険
募
集
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
場

合
） 

第
二
百
十
一
条
の
二 

法
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
場
合
と
す
る
。 

  

一 

銀
行
等
が
、
次
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行

う
こ
と
。 

イ 

保
険
契
約
期
間
が
一
年
を
超
え
る
火
災
保
険
契
約
の
う
ち
、
そ
の

保
険
の
目
的
で
あ
る
住
宅
の
建
設
、
購
入
若
し
く
は
改
良
（
こ
れ
ら

に
付
随
す
る
土
地
又
は
借
地
権
の
取
得
を
含
む
。
）
の
た
め
の
資
金

の
全
部
若
し
く
は
一
部
と
し
て
銀
行
等
か
ら
の
借
入
金
が
充
当
さ
れ

て
い
る
も
の
又
は
当
該
保
険
契
約
に
附
帯
し
て
締
結
さ
れ
る
地
震
保

険
契
約
（
地
震
保
険
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
（
定
義
）
に
規

定
す
る
地
震
保
険
契
約
を
い
う
。
）
（
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い

て
「
住
宅
関
連
長
期
火
災
保
険
等
契
約
」
と
い
う
。
） 

ロ 

法
第
三
条
第
四
項
第
二
号
ロ
又
は
同
条
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る

保
険
に
係
る
保
険
契
約
の
う
ち
、
そ
の
保
険
金
が
住
宅
の
建
設
、
購

入
又
は
改
良
（
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
土
地
又
は
借
地
権
の
取
得
を
含

む
。
）
に
係
る
債
務
の
返
済
の
支
援
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
を
目
的
と
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れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
の
所
得
を
補
償

す
る
も
の 

 

三 

法
第
三
条
第
四
項
第
二
号
若
し
く
は
同
条
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る

保
険
に
係
る
保
険
契
約
の
う
ち
、
人
が
外
国
へ
の
旅
行
の
た
め
に
住
居

を
出
発
し
た
後
、
住
居
に
帰
着
す
る
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
事
由
に
関

し
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
も
の
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
保
険
に
係

る
契
約 

 四 

傷
害
保
険
契
約
（
前
条
第
一
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
事
由
に
関
す
る

保
険
に
係
る
も
の
及
び
保
険
契
約
者
が
法
人
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

の
う
ち
、
そ
の
保
険
料
の
払
込
み
が
行
わ
れ
る
期
間
の
終
了
し
た
後
の

一
定
期
間
に
お
い
て
定
期
的
に
返
戻
金
を
支
払
う
こ
と
を
主
た
る
目
的

と
す
る
保
険
契
約
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
も
の
（
次
号
に
規
定
す
る
保
険
契
約
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

） 

  

イ 

保
険
契
約
に
基
づ
き
払
い
込
ま
れ
る
保
険
料
の
総
額
（
転
換
価
額

を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
保
険
契
約
に

係
る
返
戻
金
を
受
け
取
る
者
の
た
め
に
逓
増
的
に
積
み
立
て
ら
れ
た

金
額
に
よ
り
返
戻
金
の
合
計
額
及
び
当
該
保
険
契
約
の
解
約
に
よ
る

返
戻
金
が
定
め
ら
れ
る
も
の 

し
て
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
の
所
得
を
補
償
す
る
も
の
（
次
条

第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
住
宅
関
連
債
務
返
済
支
援
保
険
契
約
」

と
い
う
。
） 

ハ 

法
第
三
条
第
四
項
第
二
号
若
し
く
は
同
条
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ

る
保
険
に
係
る
保
険
契
約
の
う
ち
、
人
が
外
国
へ
の
旅
行
の
た
め
に

住
居
を
出
発
し
た
後
、
住
居
に
帰
着
す
る
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
事

由
に
関
し
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
も
の
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

保
険
に
係
る
契
約
（
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
海
外
旅
行
傷

害
保
険
契
約
」
と
い
う
。
） 

ニ 

法
第
三
条
第
四
項
第
二
号
ロ
（
傷
害
を
受
け
た
こ
と
を
原
因
と
す

る
人
の
状
態
に
限
る
。
）
又
は
ハ
に
掲
げ
る
保
険
に
係
る
保
険
契
約

（
保
険
契
約
者
が
法
人
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
当
該
保

険
契
約
に
係
る
保
険
料
の
払
込
み
が
行
わ
れ
る
期
間
の
終
了
し
た
後

の
一
定
期
間
に
お
い
て
定
期
的
に
返
戻
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
主

た
る
目
的
と
す
る
保
険
契
約
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
ホ
に
規
定
す
る
保
険
契
約
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
年
金
払
積
立
傷
害
保

険
契
約
」
と
い
う
。
） 

(
1
)
 

保
険
契
約
に
基
づ
き
払
い
込
ま
れ
る
保
険
料
（
転
換
価
額
を
含

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
額
又
は
当
該
保
険
契

約
に
係
る
返
戻
金
を
受
け
取
る
者
の
た
め
に
逓
増
的
に
積
み
立
て

た
金
額
に
よ
り
返
戻
金
の
合
計
額
及
び
当
該
保
険
契
約
の
解
約
に

よ
る
返
戻
金
が
定
め
ら
れ
る
も
の 
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ロ 

保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
の
額
が
、
当
該
保
険
金
を
支
払
う
時
点

ま
で
に
払
い
込
ま
れ
た
保
険
料
の
総
額
又
は
当
該
保
険
契
約
に
係
る

返
戻
金
を
受
け
取
る
者
の
た
め
に
逓
増
的
に
積
み
立
て
ら
れ
た
金
額

に
比
し
て
妥
当
な
も
の 

  五 

傷
害
保
険
契
約
（
前
条
第
一
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
事
由
に
関
す
る

保
険
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第

六
条
第
一
項
第
二
号
の
二
、
同
条
第
二
項
第
三
号
及
び
同
条
第
四
項
第

三
号
に
定
め
る
も
の 

 

六 

法
第
三
条
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
保
険
（
事
業
活
動
に
伴
い
、
事

業
者
が
被
る
損
害
を
対
象
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
保
険
契
約

（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
及
び
自
動
車
保
険
契
約
（

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
第
五
条
（
責
任
保
険
の
契
約
の
締
結
強
制
）

の
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
契
約
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

イ 

保
険
期
間
の
満
了
後
満
期
返
戻
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
保
険

契
約 

ロ 

法
人
そ
の
他
の
団
体
若
し
く
は
集
団
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

団
体
等
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
代
表
者
を
保
険
契
約
者
と
し
、
当

該
団
体
等
の
構
成
員
を
被
保
険
者
と
す
る
も
の
で
な
く
、
か
つ
、
当

該
団
体
等
の
構
成
員
を
保
険
契
約
者
と
し
、
当
該
団
体
等
若
し
く
は

(
2
)
 

法
第
三
条
第
四
項
第
二
号
ロ
（
傷
害
を
受
け
た
こ
と
を
原
因
と

す
る
人
の
状
態
に
限
る
。
）
又
は
ハ
に
掲
げ
る
事
由
に
関
し
て
支

払
わ
れ
る
保
険
金
の
額
が
、
当
該
保
険
金
を
支
払
う
時
点
ま
で
に

払
い
込
ま
れ
た
保
険
料
の
総
額
又
は
当
該
保
険
契
約
に
係
る
返
戻

金
を
受
け
取
る
者
の
た
め
に
逓
増
的
に
積
み
立
て
た
金
額
に
比
し

て
妥
当
な
も
の 

ホ 

法
第
三
条
第
四
項
第
二
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
保
険
に
係
る
保
険

契
約
の
う
ち
、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
の

二
、
同
条
第
二
項
第
三
号
及
び
同
条
第
四
項
第
三
号
に
定
め
る
も
の

（
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
財
形
傷
害
保
険
契
約
」
と
い
う

。
） 

 

        

   



 

 

19

そ
の
代
表
者
又
は
そ
れ
ら
の
委
託
を
受
け
た
者
が
保
険
会
社
の
た
め

に
保
険
契
約
者
か
ら
保
険
料
の
収
受
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契

約
を
伴
う
も
の
で
な
い
も
の 

七 

前
条
第
一
項
第
五
号
に
定
め
る
保
険
契
約 

八 

法
第
三
条
第
五
項
に
掲
げ
る
保
険
に
係
る
保
険
契
約
で
あ
っ
て
、
前

各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の 

     

２ 

損
害
保
険
代
理
店
で
あ
る
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が

前
項
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
と
き
は

、
当
該
銀
行
等
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

銀
行
等
が
、
顧
客
に
関
す
る
情
報
の
利
用
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る

措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。 

イ 

そ
の
業
務
（
保
険
募
集
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
取
り

扱
う
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
金
融
情
報
が
、
事
前
に
書
面
そ
の
他
の

適
切
な
方
法
に
よ
り
当
該
顧
客
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
保
険
募
集

に
係
る
業
務
（
顧
客
が
次
項
に
規
定
す
る
銀
行
等
損
害
保
険
募
集
制

限
先
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
業
務
を
除
く
。
）
に
利
用

さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

ロ 

そ
の
保
険
募
集
に
係
る
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
顧
客
に
関
す
る

非
公
開
保
険
情
報
が
、
事
前
に
書
面
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り

当
該
顧
客
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
保
険

募
集
に
係
る
業
務
以
外
の
業
務
に
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る

た
め
の
措
置 

二 

銀
行
等
が
、
前
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
指
針
を
定
め
、
公
表
し

 

  

二 

銀
行
等
が
、
非
公
開
情
報
保
護
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。 
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、
そ
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。 

三 

銀
行
等
が
、
前
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ

と
。 

  

３ 

損
害
保
険
代
理
店
で
あ
る
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が

第
一
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
又

は
媒
介
を
行
う
と
き
は
、
当
該
銀
行
等
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

銀
行
等
が
、
次
に
掲
げ
る
者
（
銀
行
等
が
、
第
五
項
に
規
定
す
る
定

め
を
し
た
協
同
組
織
金
融
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
協
同

組
織
金
融
機
関
の
会
員
又
は
組
合
員
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

、
次
条
並
び
に
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
四
号
に
お

い
て
「
銀
行
等
損
害
保
険
募
集
制
限
先
」
と
い
う
。
）
を
保
険
契
約
者

又
は
被
保
険
者
と
す
る
保
険
契
約
（
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で

に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
既
に
締
結
さ
れ
て
い
る
保
険
契
約
の
更
改
（

保
険
金
そ
の
他
の
給
付
の
内
容
の
拡
充
又
は
保
険
期
間
の
延
長
を
含
む

も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介

を
手
数
料
そ
の
他
の
報
酬
を
得
て
行
わ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。 

イ 

当
該
銀
行
等
が
法
人
又
は
そ
の
代
表
者
に
対
し
当
該
法
人
の
事
業

に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人

及
び
そ
の
代
表
者 

ロ 

当
該
銀
行
等
が
事
業
を
行
う
個
人
に
対
し
当
該
事
業
に
必
要
な
資

金
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
個
人 
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ハ 

当
該
銀
行
等
が
小
規
模
事
業
者
（
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が

五
十
人
（
当
該
銀
行
等
が
次
項
に
規
定
す
る
特
例
地
域
金
融
機
関
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
人
）
以
下
の
事
業
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
個
人
又
は
法
人
若
し
く
は
そ
の

代
表
者
に
対
し
、
当
該
小
規
模
事
業
者
の
事
業
に
必
要
な
資
金
の
貸

付
け
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
小
規
模
事
業
者
が
常
時
使

用
す
る
従
業
員
及
び
当
該
法
人
の
役
員
（
代
表
者
を
除
く
。
） 

二 

銀
行
等
が
、
顧
客
が
銀
行
等
損
害
保
険
募
集
制
限
先
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
を
確
認
す
る
業
務
そ
の
他
保
険
会
社
か
ら
委
託
を
受
け
た
業
務

を
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
の
措
置
及
び
保
険
募
集
に
係
る
業
務
が
当
該

銀
行
等
の
そ
の
他
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
及
ぼ
さ

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。 

三 

銀
行
等
が
、
そ
の
使
用
人
の
う
ち
事
業
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
に

関
し
て
顧
客
と
応
接
す
る
業
務
を
行
う
者
が
、
保
険
募
集
（
第
一
項
第

六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
行
わ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
（
当
該
銀
行
等
が
次
項
に

規
定
す
る
特
例
地
域
金
融
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
措
置

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
措
置
）
を
講
じ
て
い
る

こ
と
。 

                  

４ 

特
例
地
域
金
融
機
関
と
は
、
そ
の
営
業
地
域
が
特
定
の
都
道
府
県
に
限

ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
金
融
機
関
で
あ
っ
て
、

当
該
金
融
機
関
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
、
当
該
金
融
機
関
が

事
業
を
行
う
個
人
又
は
法
人
若
し
く
は
そ
の
代
表
者
に
対
し
当
該
事
業
に
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必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
若
し
く

は
個
人
が
常
時
使
用
す
る
従
業
員
又
は
当
該
法
人
の
役
員
（
代
表
者
を
除

く
。
）
を
保
険
契
約
者
と
し
て
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締

結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に
は
、
前
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る

保
険
に
つ
い
て
保
険
契
約
者
一
人
当
た
り
の
保
険
金
そ
の
他
の
給
付
金
の

額
の
合
計
が
千
万
円
ま
で
を
限
り
、
当
該
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は

媒
介
を
行
う
旨
の
定
め
を
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
指
針
に
記
載
し
て

い
る
も
の
を
い
う
。 

５ 

損
害
保
険
代
理
店
で
あ
る
協
同
組
織
金
融
機
関
は
、
当
該
協
同
組
織
金

融
機
関
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
、
第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
当
該
協
同
組
織
金
融
機
関
の
会
員
又
は

組
合
員
を
保
険
契
約
者
と
し
て
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締

結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に
は
、
前
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る

保
険
に
つ
い
て
保
険
契
約
者
一
人
当
た
り
の
保
険
金
そ
の
他
の
給
付
金
の

額
の
合
計
が
千
万
円
ま
で
を
限
り
、
当
該
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は

媒
介
を
行
う
旨
の
定
め
を
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
指
針
に
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

         

６ 

損
害
保
険
代
理
店
で
あ
る
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
又

は
媒
介
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
当
該
保
険
契
約

に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
は
、
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、

か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
額
が
当
該
保
険
契
約

に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
の
保
険
契
約
に
付
さ
れ
る
保
険

特
約
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 
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な
い
。 

一 

当
該
銀
行
等
が
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場

合 

二 

当
該
保
険
契
約
の
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
が
銀
行
等
損
害
保
険

募
集
制
限
先
で
あ
る
場
合
（
前
号
の
場
合
を
除
く
。
） 

 

（
銀
行
等
が
保
険
仲
立
人
と
し
て
保
険
募
集
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
場
合
） 

第
二
百
十
一
条
の
三 

法
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
保
険
仲
立
人
で
あ
る
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員

若
し
く
は
使
用
人
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
行

う
場
合
で
あ
っ
て
、
次
項
各
号
及
び
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
（
第
一

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
行
う
場
合
に
あ
っ

て
は
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
と
す

る
。 

一 

第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契

約 

二 

前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約 

三 

第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約 

四 

前
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約 

五 

第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約 

六 

前
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約 

（
銀
行
等
が
保
険
仲
立
人
と
し
て
保
険
募
集
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
場
合
） 

 

第
二
百
十
一
条
の
三 

法
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
場
合
と
す
る
。 

    

一 

銀
行
等
が
、
次
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
行
う
こ
と
。 

 

イ 

住
宅
関
連
信
用
生
命
保
険
契
約 

ロ 

個
人
年
金
保
険
契
約 

ハ 

財
形
保
険
契
約 

ニ 

住
宅
関
連
長
期
火
災
保
険
等
契
約 

ホ 

住
宅
関
連
債
務
返
済
支
援
保
険
契
約 

ヘ 
海
外
旅
行
傷
害
保
険
契
約 

ト 

年
金
払
積
立
傷
害
保
険
契
約 

チ 

財
形
傷
害
保
険
契
約 
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２ 

保
険
仲
立
人
で
あ
る
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
前
項

各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
行
う
と
き
は
、
当
該
銀
行
等

は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

銀
行
等
が
、
顧
客
に
関
す
る
情
報
の
利
用
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る

措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。 

イ 

そ
の
業
務
（
保
険
募
集
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
取
り

扱
う
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
金
融
情
報
が
、
事
前
に
書
面
そ
の
他
の

適
切
な
方
法
に
よ
り
当
該
顧
客
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
保
険
募
集

に
係
る
業
務
（
顧
客
が
銀
行
等
生
命
保
険
募
集
制
限
先
又
は
銀
行
等

損
害
保
険
募
集
制
限
先
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
業
務
を

除
く
。
）
に
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

ロ 

そ
の
保
険
募
集
に
係
る
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
顧
客
に
関
す
る

非
公
開
保
険
情
報
が
、
事
前
に
書
面
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り

当
該
顧
客
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
保
険

募
集
に
係
る
業
務
以
外
の
業
務
に
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る

た
め
の
措
置 

二 

銀
行
等
が
、
保
険
募
集
の
公
正
を
確
保
す
る
た
め
、
顧
客
に
対
す
る

保
険
契
約
の
内
容
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
指

針
を
定
め
、
公
表
し
、
そ
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い

る
こ
と
。 

三 

銀
行
等
が
、
第
二
百
十
一
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ

て
い
る
こ
と
。 

 
 

  

二 

銀
行
等
が
、
非
公
開
情
報
保
護
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。 

 

            
 

    
 

３ 

保
険
仲
立
人
で
あ
る
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
第
一
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項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
行
う

と
き
は
、
当
該
銀
行
等
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

銀
行
等
が
、
次
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
手
数
料
そ
の

他
の
報
酬
を
得
て
行
わ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て

い
る
こ
と
。 

イ 

銀
行
等
生
命
保
険
募
集
制
限
先
を
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
と

す
る
第
一
項
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
既
に
締
結

さ
れ
て
い
る
保
険
契
約
の
更
新
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

ロ 

銀
行
等
損
害
保
険
募
集
制
限
先
を
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
と

す
る
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
既
に
締
結

さ
れ
て
い
る
保
険
契
約
の
更
改
（
保
険
金
額
そ
の
他
の
給
付
の
内
容

の
拡
充
又
は
保
険
期
間
の
延
長
を
含
む
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も

の
を
除
く
。
） 

二 

銀
行
等
が
、
顧
客
が
銀
行
等
生
命
保
険
募
集
制
限
先
又
は
銀
行
等
損

害
保
険
募
集
制
限
先
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
業
務
を
的
確

に
遂
行
す
る
た
め
の
措
置
及
び
保
険
募
集
に
係
る
業
務
が
当
該
銀
行
等

の
そ
の
他
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。 

三 

銀
行
等
が
、
そ
の
使
用
人
の
う
ち
事
業
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
に

関
し
て
顧
客
と
応
接
す
る
業
務
を
行
う
者
が
、
保
険
募
集
（
第
一
項
第

三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
行
わ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
（
当
該
銀
行
等
が
次
項
に
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規
定
す
る
特
例
地
域
金
融
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
措
置

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
措
置
）
を
講
じ
て
い
る

こ
と
。 

４ 

特
例
地
域
金
融
機
関
と
は
、
そ
の
営
業
地
域
が
特
定
の
都
道
府
県
に
限

ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
金
融
機
関
で
あ
っ
て
、

当
該
金
融
機
関
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
、
当
該
金
融
機
関
が

事
業
を
行
う
個
人
又
は
法
人
若
し
く
は
そ
の
代
表
者
に
対
し
当
該
事
業
に

必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
若
し
く

は
個
人
が
常
時
使
用
す
る
従
業
員
又
は
当
該
法
人
の
役
員
（
代
表
者
を
除

く
。
）
を
保
険
契
約
者
と
し
て
第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は

第
六
号
又
は
前
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
傷
害
保
険
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
の
媒
介
を
行
う

場
合
に
は
、
第
二
百
十
一
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
保
険
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
保
険
契
約
者
一
人
当
た
り
の
保
険
金
そ
の
他
の
給
付
金
の
額
の
合
計

が
千
万
円
ま
で
を
限
り
、
当
該
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
行
う
旨
の
定

め
を
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
指
針
に
記
載
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。 

  

５ 

保
険
仲
立
人
で
あ
る
協
同
組
織
金
融
機
関
は
、
当
該
協
同
組
織
金
融
機

関
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
、
第
二
百
十
一
条
第
三
項
第
一
号

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
当
該
協
同
組
織
金
融
機
関
の

会
員
又
は
組
合
員
を
保
険
契
約
者
と
し
て
第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
四
号

若
し
く
は
第
六
号
又
は
前
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結

の
媒
介
を
行
う
場
合
に
は
、
第
二
百
十
一
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
保
険

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
保
険
契
約
者
一
人
当
た
り
の
保
険
金
そ
の
他
の
給
付

  



 

 

27

金
の
額
の
合
計
が
千
万
円
ま
で
を
限
り
、
当
該
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介

を
行
う
旨
の
定
め
を
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
指
針
に
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

６ 

保
険
仲
立
人
で
あ
る
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
第
一

項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
行
う
場
合

に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
当
該
保
険
契
約
に
付
さ
れ
る
保
険
特

約
は
、
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特

約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
額
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び

保
険
金
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
銀
行
等
が
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場

合 

二 

当
該
保
険
契
約
の
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
が
銀
行
等
生
命
保
険

募
集
制
限
先
又
は
銀
行
等
損
害
保
険
募
集
制
限
先
で
あ
る
場
合
（
前
号

の
場
合
を
除
く
。
） 

 

２ 

第
二
百
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
の
保
険
契
約
に
付
さ

れ
る
保
険
特
約
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
保
険
契
約
の
締
結
又
は
保
険
募
集
に
関
す
る
禁
止
行
為
） 

 

第
二
百
三
十
四
条 

法
第
三
百
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 

生
命
保
険
募
集
人
、
損
害
保
険
代
理
店
又
は
保
険
仲
立
人
で
あ
る
銀

行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
、
当
該
銀
行
等
が
行
う
信
用

供
与
の
条
件
と
し
て
保
険
募
集
を
す
る
行
為
そ
の
他
の
当
該
銀
行
等
の

取
引
上
の
優
越
的
な
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
保
険
募
集
を
す
る
行
為 

（
保
険
契
約
の
締
結
又
は
保
険
募
集
に
関
す
る
禁
止
行
為
） 

 

第
二
百
三
十
四
条 

法
第
三
百
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。 

 

一
～
五 

（
同
上
） 

六 
銀
行
等
で
あ
る
生
命
保
険
募
集
人
、
損
害
保
険
代
理
店
又
は
保
険
仲

立
人
が
自
ら
行
う
信
用
供
与
の
条
件
と
し
て
保
険
募
集
を
す
る
行
為
そ

の
他
の
自
己
の
取
引
上
の
優
越
的
な
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
保
険
募

集
を
す
る
行
為 
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七 

生
命
保
険
募
集
人
、
損
害
保
険
代
理
店
又
は
保
険
仲
立
人
で
あ
る
銀

行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
、
あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
に
対

し
、
当
該
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
に
係
る
取
引
が
当
該
銀

行
等
の
当
該
顧
客
に
関
す
る
業
務
に
影
響
を
与
え
な
い
旨
の
説
明
を
書

面
の
交
付
に
よ
り
行
わ
ず
に
保
険
募
集
を
す
る
行
為 

七 

銀
行
等
で
あ
る
生
命
保
険
募
集
人
、
損
害
保
険
代
理
店
又
は
保
険
仲

立
人
が
、
あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
に
対
し
、
当
該
保
険
契
約
の
締
結
の
代

理
又
は
媒
介
に
係
る
取
引
が
当
該
銀
行
等
の
当
該
顧
客
に
関
す
る
業
務

に
影
響
を
与
え
な
い
旨
の
説
明
を
書
面
の
交
付
に
よ
り
行
わ
ず
に
保
険

募
集
を
す
る
行
為 

八 

生
命
保
険
募
集
人
、
損
害
保
険
代
理
店
又
は
保
険
仲
立
人
で
あ
る
銀

行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
、
あ
ら
か
じ
め
、
顧
客
に
対

し
、
銀
行
等
生
命
保
険
募
集
制
限
先
又
は
銀
行
等
損
害
保
険
募
集
制
限

先
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
業
務
に
関
す
る
説
明
を
書
面
の

交
付
に
よ
り
行
わ
ず
に
第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま

で
又
は
第
二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ

る
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
行
為 

九 

生
命
保
険
募
集
人
、
損
害
保
険
代
理
店
又
は
保
険
仲
立
人
で
あ
る
銀

行
等
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
、
顧
客
が
当
該
銀
行
等
に
対
し
資
金

の
貸
付
け
の
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
顧
客

（
第
二
百
十
一
条
第
五
項
又
は
第
二
百
十
一
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す

る
協
同
組
織
金
融
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
協
同
組
織
金

融
機
関
の
会
員
又
は
組
合
員
で
あ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
協

同
組
織
金
融
機
関
の
会
員
又
は
組
合
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
又

は
そ
の
密
接
関
係
者
（
当
該
顧
客
が
法
人
で
あ
る
場
合
の
当
該
法
人
の

代
表
者
、
当
該
顧
客
が
法
人
の
代
表
者
で
あ
り
、
当
該
資
金
の
貸
付
け

が
当
該
法
人
の
事
業
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
で
あ
る
場
合
の
当
該
法

人
並
び
に
当
該
顧
客
が
第
二
百
十
一
条
第
三
項
第
一
号
ハ
又
は
第
二
百

（
新
設
） 

      

（
新
設
） 
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十
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
小
規
模
事
業
者
が
常
時
使

用
す
る
従
業
員
及
び
当
該
小
規
模
事
業
者
で
あ
る
法
人
の
役
員
（
代
表

者
を
除
く
。
）
を
い
い
、
協
同
組
織
金
融
機
関
の
会
員
又
は
組
合
員
を

除
く
。
第
十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
当
該
申
込
み
に
係
る

資
金
の
貸
付
け
又
は
そ
の
拒
絶
を
行
う
前
に
、
第
二
百
十
一
条
第
一
項

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
第
二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
六
号
か

ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
金
銭
消
費
貸
借
契
約
、
賃
貸
借

契
約
そ
の
他
の
契
約
（
事
業
に
必
要
な
資
金
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

に
係
る
債
務
の
履
行
を
担
保
す
る
た
め
の
保
険
契
約
並
び
に
既
に
締
結

さ
れ
て
い
る
保
険
契
約
の
更
新
及
び
更
改
（
保
険
金
そ
の
他
の
給
付
の

内
容
の
拡
充
又
は
保
険
期
間
の
延
長
を
含
む
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る

保
険
契
約
を
除
く
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
行
為 

十 

生
命
保
険
募
集
人
又
は
保
険
仲
立
人
で
あ
る
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員

若
し
く
は
使
用
人
が
、
第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
保
険

契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
際
に
、
保
険
契
約
者
に
対
し
、

当
該
保
険
契
約
者
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
が
充
て
ら
れ
る
べ

き
債
務
の
返
済
に
困
窮
し
た
場
合
の
当
該
銀
行
等
に
お
け
る
相
談
窓
口

及
び
そ
の
他
の
相
談
窓
口
の
説
明
を
書
面
の
交
付
に
よ
り
行
わ
ず
に
当

該
保
険
契
約
の
申
込
み
を
さ
せ
る
行
為 

十
一 

生
命
保
険
募
集
人
又
は
保
険
仲
立
人
で
あ
る
銀
行
等
又
は
そ
の
役

員
若
し
く
は
使
用
人
が
、
第
七
十
四
条
第
一
号
に
該
当
す
る
保
険
契
約

の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
際
に
、
保
険
契
約
者
に
対
し
、
当
該

保
険
契
約
者
が
信
用
供
与
を
受
け
て
当
該
保
険
契
約
に
基
づ
く
保
険
料

八 

銀
行
等
で
あ
る
生
命
保
険
募
集
人
又
は
保
険
仲
立
人
が
、
住
宅
関
連

信
用
生
命
保
険
契
約
の
保
険
募
集
を
行
う
際
に
、
保
険
契
約
者
に
対
し

、
当
該
保
険
契
約
者
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
金
が
充
て
ら
れ
る

べ
き
債
務
の
返
済
に
困
窮
し
た
場
合
の
当
該
銀
行
等
に
お
け
る
相
談
窓

口
及
び
そ
の
他
の
相
談
窓
口
の
説
明
を
書
面
の
交
付
に
よ
り
行
わ
ず
に

当
該
保
険
契
約
の
申
込
み
を
さ
せ
る
行
為 

 
九 
銀
行
等
で
あ
る
生
命
保
険
募
集
人
又
は
保
険
仲
立
人
が
、
個
人
年
金

保
険
契
約
の
う
ち
第
七
十
四
条
第
一
号
に
該
当
す
る
保
険
契
約
の
締
結

の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
際
に
、
保
険
契
約
者
に
対
し
、
当
該
保
険
契

約
者
が
信
用
供
与
を
受
け
て
当
該
保
険
契
約
に
基
づ
く
保
険
料
の
支
払
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の
支
払
に
充
て
る
場
合
は
、
当
該
保
険
契
約
に
基
づ
く
将
来
に
お
け
る

保
険
金
の
額
及
び
保
険
契
約
の
解
約
に
よ
る
返
戻
金
の
額
が
試
算
の
運

用
実
績
に
基
づ
い
て
変
動
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
額
が
信
用
供
与
を

受
け
た
額
及
び
当
該
信
用
供
与
の
額
に
係
る
利
子
の
合
計
額
を
下
回
り

、
信
用
供
与
を
受
け
た
額
の
返
済
に
困
窮
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨
の
説

明
を
書
面
の
交
付
に
よ
り
行
わ
ず
、
又
は
当
該
保
険
契
約
者
か
ら
当
該

書
面
を
受
領
し
た
旨
の
確
認
を
署
名
又
は
押
印
を
得
る
こ
と
に
よ
り
行

わ
ず
に
当
該
保
険
契
約
の
申
込
み
を
さ
せ
る
行
為 

十
二 

生
命
保
険
募
集
人
、
損
害
保
険
代
理
店
又
は
保
険
仲
立
人
で
あ
る

銀
行
等
の
特
定
関
係
者
（
令
第
三
十
八
条
に
定
め
る
金
融
機
関
（
同
条

第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る

金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十

三
号
）
第
五
十
九
条
、
令
第
三
十
八
条
第
七
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
に

あ
っ
て
は
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

第
十
一
条
の
五
、
令
第
三
十
八
条
第
八
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
に
あ
っ

て
は
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）

第
十
一
条
の
九
、
そ
の
他
の
金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
銀
行
法
第
十
三
条

の
二
（
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
、
労

働
金
庫
法
第
九
十
四
条
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
定
関
係
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
、
自
己
と
の
間

で
保
険
契
約
の
締
結
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
当
該
銀
行

に
充
て
る
場
合
は
、
当
該
保
険
契
約
に
基
づ
く
将
来
に
お
け
る
保
険
金

の
額
及
び
保
険
契
約
の
解
約
に
よ
る
返
戻
金
の
額
が
試
算
の
運
用
実
績

に
基
づ
い
て
変
動
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
額
が
信
用
供
与
を
受
け
た

額
及
び
当
該
信
用
供
与
の
額
に
係
る
利
子
の
合
計
額
を
下
回
り
、
信
用

供
与
を
受
け
た
額
の
返
済
に
困
窮
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨
の
説
明
を
書

面
の
交
付
に
よ
り
行
わ
ず
、
又
は
当
該
保
険
契
約
者
か
ら
当
該
書
面
を

受
領
し
た
旨
の
確
認
を
署
名
又
は
押
印
を
得
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
ず
に

当
該
保
険
契
約
の
申
込
み
を
さ
せ
る
行
為 

十 

銀
行
等
の
特
定
関
係
者
（
令
第
三
十
八
条
に
定
め
る
金
融
機
関
（
同

条
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ

る
金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九

十
三
号
）
第
五
十
九
条
、
令
第
三
十
八
条
第
七
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関

に
あ
っ
て
は
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号

）
第
十
一
条
の
五
、
令
第
三
十
八
条
第
八
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
に
あ

っ
て
は
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号

）
第
十
一
条
の
九
、
そ
の
他
の
金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
銀
行
法
第
十
三

条
の
二
（
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
、

労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
定
関
係
者
を
い
う
。
）
で
あ
る
生

命
保
険
募
集
人
、
損
害
保
険
代
理
店
又
は
保
険
仲
立
人
が
、
自
己
と
の

間
で
保
険
契
約
の
締
結
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
当
該
銀

行
等
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
に
対
し
て
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等
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
に
対
し
て
信

用
を
供
与
し
、
又
は
信
用
の
供
与
を
約
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
取
引

上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
保
険

募
集
を
す
る
行
為 

十
三 

生
命
保
険
募
集
人
、
損
害
保
険
代
理
店
又
は
保
険
仲
立
人
で
あ
る

銀
行
等
の
特
定
関
係
者
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
、
そ
の
保

険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
が
当
該
銀
行
等
に
係
る
銀
行
等
生
命
保
険
募

集
制
限
先
又
は
銀
行
等
損
害
保
険
募
集
制
限
先
に
該
当
す
る
こ
と
を
知

り
な
が
ら
、
保
険
契
約
（
第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
及
び
第
二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲

げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
に
保
険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
保
険
特
約
が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く

、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
額
が
当
該
保
険

契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
に
限
る
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行

う
行
為 

十
四 

生
命
保
険
募
集
人
、
損
害
保
険
代
理
店
又
は
保
険
仲
立
人
で
あ
る

銀
行
等
の
特
定
関
係
者
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
、
顧
客
が

当
該
銀
行
等
に
対
し
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
し
て
い
る
こ
と
を
知

り
な
が
ら
、
当
該
顧
客
又
は
そ
の
密
接
関
係
者
に
対
し
、
保
険
契
約
（

第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
二
百
十
一
条

の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
を
除
く
。

）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
行
為 

信
用
を
供
与
し
、
又
は
信
用
の
供
与
を
約
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
取

引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
保

険
募
集
を
す
る
行
為 

 

（
新
設
） 

           

（
新
設
） 
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十
五 

（
略
） 

十
六 

（
略
） 

十
一 

（
同
上
） 

十
二 

（
同
上
） 

２
～
６ 
（
略
） 

 

２
～
６ 

（
同
上
） 

 

 
 

 



 

 

1

 
○ 
銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
号
） 

 
 
 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

 
 

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 

行 
 

 

（
銀
行
の
子
会
社
の
範
囲
等
） 

 

第
十
七
条
の
三 

 

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
二
十
六 

（
略
） 

２ 

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
三
の
三 

（
略
） 

三
の
四 

保
険
業
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
保
険
募
集
（
以
下

「
保
険
募
集
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
生
命
保
険
募
集
人

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
（
同
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

所
属
保
険
会
社
を
い
う
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に

行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百

十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当

該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い
う
。
）
に

付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る

保
険
契
約
に
相
当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険
特
約
は
、

主
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る

保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の

（
銀
行
の
子
会
社
の
範
囲
等
） 

 

第
十
七
条
の
三 

 

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
二
十
六 

（
略
） 

２ 

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
三
の
三 

（
略
） 

三
の
四 

保
険
業
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
保
険
募
集
（
以
下

「
保
険
募
集
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
生
命
保
険
募
集
人

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
（
同
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

所
属
保
険
会
社
を
い
う
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に

行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百

十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該

保
険
契
約
に
保
険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
約
が
当
該

保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約
に
係
る
保

険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険

金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の

代
理
又
は
媒
介 



 

 

2

額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理

又
は
媒
介 

ロ 
保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
損
害
保
険
代
理
店

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第

二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険

契
約
（
当
該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い

う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で

に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険

特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特

約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び

保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締

結
の
代
理
又
は
媒
介 

ハ 

保
険
業
法
第
二
百
八
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
保
険
仲
立
人
と
し

て
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の

ハ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、

同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も

の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険
特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性

が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額

が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
で
あ
つ
て
生
命

保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
代
理
店
が
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め

に
行
う
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
以
外
の
も
の 

  

ロ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
損
害
保
険
代
理
店

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第

二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契

約
（
当
該
保
険
契
約
に
保
険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特

約
が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約

に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料

及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介 

  

ハ 

保
険
業
法
第
二
百
八
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
保
険
仲
立
人
と
し

て
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ

か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
に
保
険
特
約
が

付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
約
が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連

性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が

当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な

も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
媒
介
で
あ
つ
て
生
命
保
険

募
集
人
及
び
損
害
保
険
代
理
店
が
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行

う
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
以
外
の
も
の 

  



 

 

3

四
～
三
十
六 

（
略
） 

３
～
７ 

（
略
） 

 

四
～
三
十
六 

（
略
） 

３
～
７ 

（
略
） 

 



 

 

4

○ 

長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
三
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 

行 
 

 

（
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
の
範
囲
等
） 

 

第
四
条
の
五 

 
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
二
十
六 

（
略
） 

２ 

法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
三
の
三 

（
略
） 

三
の
四 

保
険
業
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
保
険
募
集
（
以
下

「
保
険
募
集
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
生
命
保
険
募
集
人

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
（
同
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

所
属
保
険
会
社
を
い
う
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に

行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百

十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当

該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い
う
。
）
に

付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る

保
険
契
約
に
相
当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険
特
約
は
、

主
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る

保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の

額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理

（
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
の
範
囲
等
） 

 

第
四
条
の
五 

 

法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
二
十
六 

（
略
） 

２ 

法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
三
の
三 

（
略
） 

三
の
四 

保
険
業
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
保
険
募
集
（
以
下

「
保
険
募
集
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
生
命
保
険
募
集
人

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
（
同
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

所
属
保
険
会
社
を
い
う
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に

行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百

十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該

保
険
契
約
に
保
険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
約
が
当
該

保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約
に
係
る
保

険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険

金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の

代
理
又
は
媒
介 

 



 

 

5

又
は
媒
介 

ロ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
損
害
保
険
代
理
店

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第

二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険

契
約
（
当
該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い

う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で

に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険

特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特

約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び

保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締

結
の
代
理
又
は
媒
介 

ハ 

保
険
業
法
第
二
百
八
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
保
険
仲
立
人
と
し

て
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の

ハ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、

同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も

の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険
特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性

が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額

が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
で
あ
つ
て
生
命

保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
代
理
店
が
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め

に
行
う
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
以
外
の
も
の 

四
～
三
十
六 

（
略
） 

 

ロ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
損
害
保
険
代
理
店

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第

二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契

約
（
当
該
保
険
契
約
に
保
険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特

約
が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約

に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料

及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介 

  

ハ 

保
険
業
法
第
二
百
八
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
保
険
仲
立
人
と
し

て
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ

か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
に
保
険
特
約
が

付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
約
が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連

性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が

当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な

も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
媒
介
で
あ
つ
て
生
命
保
険

募
集
人
及
び
損
害
保
険
代
理
店
が
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行

う
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
以
外
の
も
の 

  

四
～
三
十
六 
（
略
） 



 

 

6

３
～
７ 

（
略
） 

３
～
７ 

（
略
） 
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○ 

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 

行 
 

 

（
金
庫
の
子
会
社
の
範
囲
等
） 

 

第
十
条
の
五 

 
法
第
五
十
四
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
第
五
十
四
条

の
十
七
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
（
信
用
金
庫
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十
三
号
を
除
く
。
）
と
す

る
。 

 

一
～
二
十
六 

（
略
） 

２ 

法
第
五
十
四
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
ロ
又
は
第
五
十
四
条
の
十
七
第

二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
（
信
用
金
庫
に
あ
っ
て
は
、
第
十
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
及
び
当

該
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
第
三
十
五
号
に
基
づ
き
定

め
ら
れ
た
業
務
並
び
に
附
帯
す
る
業
務
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

一
～
三
の
三 

（
略
） 

三
の
四 

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
二
十
二
項

に
規
定
す
る
保
険
募
集
（
以
下
「
保
険
募
集
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
次

に
掲
げ
る
も
の 

イ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
生
命
保
険
募
集
人

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
（
同
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

所
属
保
険
会
社
を
い
う
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に

行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百

十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当

（
金
庫
の
子
会
社
の
範
囲
等
） 

 

第
十
条
の
五 

 

法
第
五
十
四
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
第
五
十
四
条

の
十
七
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
（
信
用
金
庫
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十
三
号
を
除
く
。
）
と
す

る
。 

 

一
～
二
十
六
（
略
） 

２ 

法
第
五
十
四
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
ロ
又
は
第
五
十
四
条
の
十
七
第

二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
（
信
用
金
庫
に
あ
っ
て
は
、
第
十
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
及
び
当

該
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
第
三
十
五
号
に
基
づ
き
定

め
ら
れ
た
業
務
並
び
に
附
帯
す
る
業
務
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

 

一
～
三
の
三 

（
略
） 

三
の
四 

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
二
十
二
項

に
規
定
す
る
保
険
募
集
（
以
下
「
保
険
募
集
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
次

に
掲
げ
る
も
の 

イ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
生
命
保
険
募
集
人

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
（
同
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

所
属
保
険
会
社
を
い
う
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に

行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百

十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
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該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い
う
。
）
に

付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る

保
険
契
約
に
相
当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険
特
約
は
、

主
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る

保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の

額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理

又
は
媒
介 

ロ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
損
害
保
険
代
理
店

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第

二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険

契
約
（
当
該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い

う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で

に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険

特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特

約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び

保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締

結
の
代
理
又
は
媒
介 

ハ 

保
険
業
法
第
二
百
八
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
保
険
仲
立
人
と
し

て
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の

ハ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、

同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も

の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険
特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性

保
険
契
約
に
保
険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
約
が
当
該

保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約
に
係
る
保

険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険

金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の

代
理
又
は
媒
介 

  

ロ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
損
害
保
険
代
理
店

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第

二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契

約
（
当
該
保
険
契
約
に
保
険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特

約
が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約

に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料

及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介 

  

ハ 

保
険
業
法
第
二
百
八
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
保
険
仲
立
人
と
し

て
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ

か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
に
保
険
特
約
が

付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
約
が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連

性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が

当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
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が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額

が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
で
あ
つ
て
生
命

保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
代
理
店
が
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め

に
行
う
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
以
外
の
も
の 

四
～
三
十
六 

（
略
） 

３
～
８ 

（
略
） 

も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
媒
介
で
あ
つ
て
生
命
保
険

募
集
人
及
び
損
害
保
険
代
理
店
が
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行

う
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
以
外
の
も
の 

  四
～
三
十
六 

（
略
） 

３
～
８ 

（
略
） 
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○ 

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 

行 
 

 

（
信
用
協
同
組
合
等
の
子
会
社
の
範
囲
等
） 

 

第
三
条
の
二 

 
法
第
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
第
四
条
の
四
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（

信
用
協
同
組
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
十
三
号
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

 

一
～
二
十
六 

（
略
） 

２ 

法
第
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ロ
又
は
第
四
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
信
用
協
同

組
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
及
び
当
該
各
号
に

掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
第
三
十
五
号
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た

業
務
並
び
に
附
帯
す
る
業
務
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

 

一
～
三
の
三 

（
略
） 

三
の
四 

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
二
十
二
項

に
規
定
す
る
保
険
募
集
（
以
下
「
保
険
募
集
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
次

に
掲
げ
る
も
の 

イ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
生
命
保
険
募
集
人

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
（
同
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

所
属
保
険
会
社
を
い
う
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に

行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百

十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当

該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い
う
。
）
に

（
信
用
協
同
組
合
等
の
子
会
社
の
範
囲
等
） 

 

第
三
条
の
二 

 

法
第
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
第
四
条
の
四
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（

信
用
協
同
組
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
十
三
号
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

 

一
～
二
十
六
（
略
） 

２ 

法
第
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ロ
又
は
第
四
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
信
用
協
同

組
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
及
び
当
該
各
号
に

掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
第
三
十
五
号
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た

業
務
並
び
に
附
帯
す
る
業
務
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

 

一
～
三
の
三 

（
略
） 

三
の
四 

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
二
十
二
項

に
規
定
す
る
保
険
募
集
（
以
下
「
保
険
募
集
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
次

に
掲
げ
る
も
の 

イ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
生
命
保
険
募
集
人

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
（
同
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

所
属
保
険
会
社
を
い
う
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に

行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百

十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該

保
険
契
約
に
保
険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
約
が
当
該
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付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る

保
険
契
約
に
相
当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険
特
約
は
、

主
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る

保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の

額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理

又
は
媒
介 

ロ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
損
害
保
険
代
理
店

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第

二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険

契
約
（
当
該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い

う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で

に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険

特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特

約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び

保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締

結
の
代
理
又
は
媒
介 

ハ 

保
険
業
法
第
二
百
八
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
保
険
仲
立
人
と
し

て
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の

ハ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、

同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も

の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険
特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性

が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額

保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約
に
係
る
保

険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険

金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の

代
理
又
は
媒
介 

  

ロ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
損
害
保
険
代
理
店

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第

二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契

約
（
当
該
保
険
契
約
に
保
険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特

約
が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約

に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料

及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介 

  

ハ 

保
険
業
法
第
二
百
八
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
保
険
仲
立
人
と
し

て
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ

か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
に
保
険
特
約
が

付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
約
が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連

性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が

当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な

も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
媒
介
で
あ
つ
て
生
命
保
険
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が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
で
あ
つ
て
生
命

保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
代
理
店
が
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め

に
行
う
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
以
外
の
も
の 

四
～
三
十
六 
（
略
） 

３
～
８ 

（
略
） 

募
集
人
及
び
損
害
保
険
代
理
店
が
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行

う
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
以
外
の
も
の 

  四
～
三
十
六 

（
略
） 

３
～
８ 

（
略
） 

 
 

  



 

 

1

○ 

労
働
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
・
労
働
省
令
第
一
号
） 

 
 
 
  

  
 
  

  
 
 
  

  
 
 
 
 
 

 

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 

行 
 

 

（
金
庫
の
子
会
社
の
範
囲
等
） 

 

第
六
条
の
三 
法
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
第
五
十
八
条
の

五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の(
労
働
金
庫
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十
三
号
及
び
同

号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
第
二
十
五
号
に
基
づ
き
定
め
ら

れ
た
業
務
並
び
に
附
帯
す
る
業
務
を
除
く
。)

と
す
る
。 
 

一
～
二
十
六 

（
略
） 

（
金
庫
の
子
会
社
の
範
囲
等
） 

 

第
六
条
の
三 

法
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
第
五
十
八
条
の

五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の(

労
働
金
庫
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十
三
号
及
び
同

号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
第
二
十
五
号
に
基
づ
き
定
め
ら

れ
た
業
務
並
び
に
附
帯
す
る
業
務
を
除
く
。)

と
す
る
。 

 

一
～
二
十
六 

（
略
） 

２ 

法
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ
又
は
第
五
十
八
条
の
五
第
二
項

第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の(

労
働
金
庫
に
あ
つ
て
は
、
第
十
九
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま

で
及
び
当
該
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
第
三
十
八
号
に

基
づ
き
定
め
ら
れ
た
業
務
並
び
に
附
帯
す
る
業
務
を
除
く
。)
と
す
る
。 

一
～
三
の
三 

（
略
） 

２ 

法
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ
又
は
第
五
十
八
条
の
五
第
二
項

第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の(

労
働
金
庫
に
あ
つ
て
は
、
第
十
九
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま

で
及
び
当
該
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
第
三
十
八
号
に

基
づ
き
定
め
ら
れ
た
業
務
並
び
に
附
帯
す
る
業
務
を
除
く
。)

と
す
る
。 

 

一
～
三
の
三 

（
略
） 

三
の
四 

保
険
業
法(

平
成
七
年
法
律
第
百
五
号)

第
二
条
第
二
十
二
項
に

規
定
す
る
保
険
募
集(

以
下
「
保
険
募
集
」
と
い
う
。)

の
う
ち
次
に
掲

げ
る
も
の 

三
の
四 

保
険
業
法(

平
成
七
年
法
律
第
百
五
号)

第
二
条
第
二
十
二
項
に

規
定
す
る
保
険
募
集(

以
下
「
保
険
募
集
」
と
い
う
。)

の
う
ち
次
に
掲

げ
る
も
の 

イ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
生
命
保
険
募
集
人

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
（
同
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

所
属
保
険
会
社
を
い
う
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に

行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百

イ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
生
命
保
険
募
集
人

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
（
同
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

所
属
保
険
会
社
を
い
う
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に

行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百
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十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当

該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い
う
。
）
に

付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る

保
険
契
約
に
相
当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険
特
約
は
、

主
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る

保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の

額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理

又
は
媒
介 

十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該

保
険
契
約
に
保
険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
約
が
当
該

保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約
に
係
る
保

険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険

金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の

代
理
又
は
媒
介 

ロ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
損
害
保
険
代
理
店

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第

二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険

契
約
（
当
該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い

う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で

に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険

特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特

約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び

保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締

結
の
代
理
又
は
媒
介 

ロ 

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
損
害
保
険
代
理
店

と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第

二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契

約
（
当
該
保
険
契
約
に
保
険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特

約
が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約

に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料

及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介 

ハ 

保
険
業
法
第
二
百
八
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
保
険
仲
立
人
と
し

て
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の

ハ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、

同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も

ハ 

保
険
業
法
第
二
百
八
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
保
険
仲
立
人
と
し

て
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ

か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
に
保
険
特
約
が

付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
約
が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連

性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
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の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険
特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性

が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額

が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
で
あ
つ
て
生
命

保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
代
理
店
が
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め

に
行
う
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
以
外
の
も
の 

当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
当
該
保
険
契
約

に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
媒
介
で
あ
つ
て
生
命
保
険
募
集
人
及
び
損

害
保
険
代
理
店
が
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
契
約
の

締
結
の
媒
介
以
外
の
も
の 

四
～
三
十
九 

（
略
） 

３
～
９ 

（
略
） 

 

四
～
三
十
九 

（
略
） 

３
～
９ 

（
略
） 
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農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
案
新
旧
対
象
条
文

○

農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
従
属
業
務
等
）

（
従
属
業
務
等
）

第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
五
条

（
略
）

２

法
第
十
一
条
の
四
十
七
第
二
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

２

法
第
十
一
条
の
四
十
七
第
二
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
業
務
（
農
業
協
同
組
合
の
た
め
に
行
う
場
合
を
含
む
。
）
と
す
る
。

に
掲
げ
る
業
務
（
農
業
協
同
組
合
の
た
め
に
行
う
場
合
を
含
む
。
）
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

四
の
二

保
険
業
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
保
険
募
集
の
う
ち
次
に

四
の
二

保
険
業
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
保
険
募
集
の
う
ち
次
に

掲
げ
る
も
の

掲
げ
る
も
の

イ

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
生
命
保
険
募
集
人
（
同

イ

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
生
命
保
険
募
集
人
（
同

法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
生
命
保
険
募
集
人
を
い
う
。
ハ
に
お
い

法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
生
命
保
険
募
集
人
を
い
う
。
ハ
に
お
い

て
同
じ
。
）
と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
（
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

て
同
じ
。
）
と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
（
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

所
属
保
険
会
社
を
い
う
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に
行
う

所
属
保
険
会
社
を
い
う
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に
行
う

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百
十
一
条
第

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百
十
一
条
第

一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
（

一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
に
保

以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約

険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
約
が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と

が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も

関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が

の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険
特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高

当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の

く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
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に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介

ロ

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
損
害
保
険
代
理
店
（
同

ロ

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
損
害
保
険
代
理
店
（
同

法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
損
害
保
険
代
理
店
を
い
う
。
ハ
に
お
い

法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
損
害
保
険
代
理
店
を
い
う
。
ハ
に
お
い

て
同
じ
。
）
と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
業
法
施
行

て
同
じ
。
）
と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
業
法
施
行

規
則
第
二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
保

規
則
第
二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険

険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い
う

契
約
（
当
該
保
険
契
約
に
保
険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
約

。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ

が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約
に
係
る

る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険
特
約
は
、
主

保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金

契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る
保
険
料

の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又

及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て

は
媒
介

妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介

ハ

保
険
業
法
第
二
百
八
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
保
険
仲
立
人
（
同
法
第

ハ

保
険
業
法
第
二
百
八
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
保
険
仲
立
人
（
同
法
第

二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
保
険
仲
立
人
を
い
う
。
）
と
し
て
行
う
保

二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
保
険
仲
立
人
を
い
う
。
）
と
し
て
行
う
保

険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に

に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
「
主
契

掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
に
保
険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は

約
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

、
当
該
特
約
が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該

ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険

特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料

特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に

及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締

係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の

結
の
媒
介
で
あ
っ
て
生
命
保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
代
理
店
が
そ
の
所

額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
媒
介
で
あ

属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
以
外
の
も
の

っ
て
生
命
保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
代
理
店
が
そ
の
所
属
保
険
会
社
の

た
め
に
行
う
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
以
外
の
も
の
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五
～
三
十
一

（
略
）

五
～
三
十
一

（
略
）

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）
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○

漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
組
合
又
は
連
合
会
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

（
組
合
又
は
連
合
会
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
（
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

２

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
（
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と

す
る
。

す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

四
の
二

保
険
業
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
保
険
募
集
（
次
項
第
三

（
新
設
）

号
の
四
に
お
い
て
「
保
険
募
集
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
生
命
保
険
募
集
人
（
同

法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
生
命
保
険
募
集
人
を
い
う
。
ハ
及
び
次

項
第
三
号
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
（
同
条

第
二
十
項
に
規
定
す
る
所
属
保
険
会
社
を
い
う
。
ロ
、
ハ
及
び
次
項
第
三

号
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成

八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま

で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
主

契
約
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保

険
特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
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に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金

の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又

は
媒
介

ロ

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
損
害
保
険
代
理
店
（
同

法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
損
害
保
険
代
理
店
を
い
う
。
ハ
及
び
次

項
第
三
号
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め

に
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第

七
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い

て
「
主
契
約
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、
同
項
第
一
号
か

ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、

当
該
保
険
特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保

険
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び

保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の

代
理
又
は
媒
介

ハ

保
険
業
法
第
二
百
八
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
保
険
仲
立
人
（
同
法
第

二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
保
険
仲
立
人
を
い
う
。
次
項
第
三
号
の
四

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一
条
の

三
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契

約
（
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険

特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す

る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険
特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性

が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主

契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
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の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
で
あ
っ
て
生
命
保
険
募
集
人
及

び
損
害
保
険
代
理
店
が
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
契
約
の

締
結
の
媒
介
以
外
の
も
の

五
～
十
五

（
略
）

五
～
十
五

（
略
）

３

法
第
八
十
七
条
の
三
第
二
項
第
二
号
（
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

３

法
第
八
十
七
条
の
三
第
二
項
第
二
号
（
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す

る
（
組
合
の
た
め
に
行
う
場
合
を
含
む
。
）
。

る
（
組
合
の
た
め
に
行
う
場
合
を
含
む
。
）
。

一
～
三
の
三

（
略
）

一
～
三
の
三

（
略
）

三
の
四

保
険
募
集
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

三
の
四

保
険
業
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
保
険
募
集
の
う
ち
次
に

イ

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
生
命
保
険
募
集
人
と
し

掲
げ
る
も
の

て
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一

イ

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
生
命
保
険
募
集
人
（
同

条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契

法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
生
命
保
険
募
集
人
を
い
う
。
ハ
に
お
い

約
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険

て
同
じ
。
）
と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
（
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す

所
属
保
険
会
社
を
い
う
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に
行
う

る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険
特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百
十
一
条
第

が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主

一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
に
保

契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も

険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
約
が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と

の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介

関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が

ロ

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
損
害
保
険
代
理
店
と
し

当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の

て
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介

条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保

ロ

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
損
害
保
険
代
理
店
（
同

険
契
約
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る

法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
損
害
保
険
代
理
店
を
い
う
。
ハ
に
お
い

保
険
特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相

て
同
じ
。
）
と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
業
法
施
行
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当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険
特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関

規
則
第
二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険

連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額

契
約
（
当
該
保
険
契
約
に
保
険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
約

が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ

が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約
に
係
る

る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介

保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金

ハ

保
険
業
法
第
二
百
八
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
保
険
仲
立
人
と
し
て
行

の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又

う
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

は
媒
介

ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
「

ハ

保
険
業
法
第
二
百
八
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
保
険
仲
立
人
（
同
法
第

主
契
約
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第

二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
保
険
仲
介
人
を
い
う
。
）
と
し
て
行
う
保

四
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該

険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に

保
険
特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特

掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
に
保
険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は

約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険

、
当
該
特
約
が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該

金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理

特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料

又
は
媒
介
で
あ
っ
て
生
命
保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
代
理
店
が
そ
の
所

及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締

属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
以
外
の
も
の

結
の
媒
介
で
あ
っ
て
生
命
保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
代
理
店
が
そ
の
所

属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
以
外
の
も
の

四
～
二
十
八

（
略
）

四
～
二
十
八

（
略
）
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○

農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
十
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
従
属
業
務
等
）

（
従
属
業
務
等
）

第
三
十
九
条

（
略
）

第
三
十
九
条

（
略
）

２

法
第
七
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

２

法
第
七
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
業
務
と
す
る
。

る
業
務
と
す
る
。

一
～
四
の
二

（
略
）

一
～
四
の
二

（
略
）

四
の
三

保
険
業
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
保
険
募
集
の
う
ち
次
に

四
の
三

保
険
業
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
保
険
募
集
の
う
ち
次
に

掲
げ
る
も
の

掲
げ
る
も
の

イ

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
生
命
保
険
募
集
人
（
同

イ

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
生
命
保
険
募
集
人
（
同

法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
生
命
保
険
募
集
人
を
い
う
。
ハ
に
お
い

法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
生
命
保
険
募
集
人
を
い
う
。
ハ
に
お
い

て
同
じ
。
）
と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
（
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

て
同
じ
。
）
と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
（
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

所
属
保
険
会
社
を
い
う
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に
行
う

所
属
保
険
会
社
を
い
う
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に
行
う

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百
十
一
条
第

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百
十
一
条
第

一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
（

一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
に
保

以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約

険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
約
が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と

が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も

関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が

の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険
特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高

当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の

く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介

に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
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限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介

ロ

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
損
害
保
険
代
理
店
（
同

ロ

保
険
業
法
第
二
百
七
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
損
害
保
険
代
理
店
（
同

法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
損
害
保
険
代
理
店
を
い
う
。
ハ
に
お
い

法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
損
害
保
険
代
理
店
を
い
う
。
ハ
に
お
い

て
同
じ
。
）
と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
業
法
施
行

て
同
じ
。
）
と
し
て
そ
の
所
属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
業
法
施
行

規
則
第
二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
保

規
則
第
二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
保
険

険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
「
主
契
約
」
と
い
う

契
約
（
当
該
保
険
契
約
に
保
険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
約

。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ

が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
特
約
に
係
る

る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険
特
約
は
、
主

保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金

契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る
保
険
料

の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又

及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て

は
媒
介

妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介

ハ

保
険
業
法
第
二
百
八
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
保
険
仲
立
人
（
同
法
第

ハ

保
険
業
法
第
二
百
八
十
六
条
の
登
録
を
受
け
た
保
険
仲
立
人
（
同
法
第

二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
保
険
仲
立
人
を
い
う
。
）
と
し
て
行
う
保

二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
保
険
仲
立
人
を
い
う
。
）
と
し
て
行
う
保

険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に

に
掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
「
主
契

掲
げ
る
保
険
契
約
（
当
該
保
険
契
約
に
保
険
特
約
が
付
さ
れ
る
場
合
に
は

約
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

、
当
該
特
約
が
当
該
保
険
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該

ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険

特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
当
該
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料

特
約
は
、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に

及
び
保
険
金
の
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締

係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の
額
が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
の

結
の
媒
介
で
あ
っ
て
生
命
保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
代
理
店
が
そ
の
所

額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
の
媒
介
で
あ

属
保
険
会
社
の
た
め
に
行
う
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
以
外
の
も
の

っ
て
生
命
保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
代
理
店
が
そ
の
所
属
保
険
会
社
の

た
め
に
行
う
保
険
契
約
の
締
結
の
媒
介
以
外
の
も
の

五
～
三
十

（
略
）

五
～
三
十

（
略
）
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３
～
８

（
略
）

３
～
８

（
略
）



  

 
 

 

 
 

附 

則 
１ 
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
七
年 

月 

日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
保
険
業
法
施
行
規
則
の
改
正
規
定
中
改
正
後
の
同
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
四
項
各
号
、
第
二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
八

号
、
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
百
十
一
条
の
三
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年 

月 

日
か

ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
期
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則

第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
中
「
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
四
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第

四
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
」
と
、
同

条
第
四
項
中
「
第
一
項
第
四
号
又
は
第
六
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
四
号
」
と
、
「
次
に
掲
げ
る
保
険
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
」
と
あ
る
の
は
「
人
の
生
存
又
は
死
亡
に
関
し
、
一
定
額
の
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
し
、
保
険
料
を
収
受
す
る
保

険
（
傷
害
を
受
け
た
こ
と
を
直
接
の
原
因
と
す
る
人
の
死
亡
の
み
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
」
と
、
「
次
項
、
次

条
第
四
項
及
び
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
四
号
又
は
第
六
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

一
項
第
四
号
」
と
、
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
保
険
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
に
規
定
す
る
保
険
に
つ
い
て



  

 
 

 

」
と
、
新
規
則
第
二
百
十
一
条
の
二
第
三
項
中
「
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
六
号
及
び

第
七
号
」
と
、
同
項
第
一
号
柱
書
中
「
第
五
項
に
規
定
す
る
定
め
を
し
た
協
同
組
織
金
融
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
協
同
組
織

金
融
機
関
」
と
、
同
号
ハ
中
「
次
項
に
規
定
す
る
特
例
地
域
金
融
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
地
域
金
融
機
関
（
そ
の
営
業

地
域
が
特
定
の
都
道
府
県
に
限
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
金
融
機
関
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
次
項
に
規
定
す
る
特
例
地
域
金
融
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
地
域
金
融
機
関
」
と
、
新

規
則
第
二
百
十
一
条
の
三
第
三
項
中
「
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
」

と
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
一
項
第
三
号
及
び
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
三
号
」
と
、
同
号
ロ
中
「
第
一
項
第
四

号
及
び
第
六
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
第
四
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
六

号
又
は
前
条
第
一
項
第
八
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
四
号
」
と
、
「
第
二
百
十
一
条
第
四
項
各
号
に
掲

げ
る
保
険
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
険
に
つ
い
て
」
と
、
同
条
第
五
項

中
「
第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
前
条
第
一
項
第
八
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
十
一
条
第
一
項

第
四
号
」
と
、
「
第
二
百
十
一
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
保
険
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
十
一
条
第
四

項
に
規
定
す
る
保
険
に
つ
い
て
」
と
、
新
規
則
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
中
「
第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号



  

 
 

 

ま
で
又
は
第
二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第

五
号
又
は
第
二
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
」
と
、
同
項
第
十
号
中
「
第
二
百
十
一
条
第
五
項
又
は
第
二
百

十
一
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
協
同
組
織
金
融
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
」
と
あ
る
の
は
「
協
同
組
織
金
融
機
関
（

第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
五
項
に

規
定
す
る
協
同
組
織
金
融
機
関
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
期
日
に
つ
い
て
は
、
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
に
よ
る
保
険
募
集
の
実
施

の
状
況
並
び
に
当
該
保
険
募
集
の
公
正
な
実
施
及
び
保
険
会
社
の
業
務
の
適
切
な
運
営
の
た
め
に
講
じ
ら
れ
た
措
置
の
状
況

を
検
証
し
、
保
険
契
約
者
等
の
保
護
の
た
め
に
必
要
な
場
合
に
は
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

施
行
日
か
ら
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
期
日
ま
で
の
間
は
、
生
命
保
険
募
集
人
、
損
害
保
険
代
理
店
又
は
保
険
仲
立

人
で
あ
る
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
保
険
契
約
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
主
契
約
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
保
険
特
約
が
新
規
則
第
二
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
二
百

十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
相
当
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
保
険
特
約
は

、
主
契
約
の
内
容
と
関
連
性
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
保
険
特
約
に
係
る
保
険
料
及
び
保
険
金
額
が
主
契
約
に
係
る
保
険
料
及



  

 
 

 

び
保
険
金
額
と
比
し
て
妥
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 



○ 平成十七年内閣府告示第  号 

 

（特例地域金融機関が講ずべき措置） 
第一条 保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）（以下「規則」という。）第二百

十一条第三項第三号、第二百十一条の二第三項第三号及び第二百十一条の三第三項第三

号に規定する金融庁長官が定める措置は、次に掲げるもののいずれかとする。 
一 銀行等（保険業法（平成七年六月七日法律第百五号）第二百七十五条第一項第一号に

規定する銀行等をいう。次号において同じ。）の使用人のうち事業に必要な資金の貸付

けに関して顧客と応接する業務を行う者が、当該業務において応接する事業者（当該銀

行等が事業に必要な資金の貸付けを行っている者に限る。次号において同じ。）の関係

者（当該事業者の従業員及び当該事業者が法人である場合の当該事業者の役員をいう。

次号において同じ。）を保険契約者又は被保険者とする保険契約（規則第二百十一条第

一項第一号から第三号まで及び第二百十一条の二第一項第一号から第五号までに掲げる

ものを除く。次号において同じ。）の締結の代理又は媒介を行わないことを確保するた

めの措置 
二 銀行等の使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う

者が、当該業務において応接する事業者の関係者を保険契約者又は被保険者とする保険

契約の締結の代理又は媒介を行った場合について、当該保険契約の締結の代理又は媒介

が規則第二百十一条第二項第三号に規定する保険募集に係る法令等に適合するものであ

ったことを個別に確認する業務を行う者（事業に必要な資金の貸付け又は保険募集に関

して顧客と応接する業務を行わない者に限る。）を本店又は主たる事務所及び主要な営

業所又は事務所に配置する措置 
 

 

（特例地域金融機関となることができる金融機関） 

第二条 保険業法施行規則第二百十一条第四項、第二百十一条の二第四項及び第二百十一条

の三第四項に規定する金融庁長官が定める金融機関は、次に掲げるものとする。 

 一 社団法人全国地方銀行協会又は社団法人第二地方銀行協会の会員である銀行 

 二 信用金庫 

 三 労働金庫 

 四 信用協同組合 

   五 保険業法施行令（平成七年政令第四百二十五号）第三十八条第七号に規定する農業協

同組合 

  六  保険業法施行令第三十八条第八号に規定する漁業協同組合及び水産加工業協同組合 

七  株式会社埼玉りそな銀行 

 八 日本振興銀行株式会社 

 九 株式会社新銀行東京 

 



 

＜事務ガイドライン案＞ 

 

１－１５ 銀行等に対する保険募集の委託 

 

１－１５－１ 銀行等に対する保険募集の委託・管理 

 

① 銀行等に対して保険募集の委託を行うに当たり、保険会社において、その業務の健全

かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保する観点から、以下の措置が講じられている

か。 

イ 銀行等への委託に関して、あらかじめ、以下の内容を含む方針を定め、これを踏ま

えて委託の内容を定めること。 

ａ 銀行等への委託の考え方及び委託する銀行等の選定の考え方 

ｂ 委託する保険種目及び想定される販売量（その達成を委託の条件とするものでは

ないことに留意すること。） 

ｃ 銀行等に対する販売支援（研修等）に関し保険会社が行う業務の内容 

ロ 保険募集手数料について、保険会社の経営の健全性の確保及び銀行等による保険募

集の公正の確保の見地からみて妥当な設定を行うこと。 

 

② 銀行等に対する保険募集の委託を行っている保険会社は、自らの経営管理の一環とし

て、その業務の健全かつ適切な運営を確保する観点から、以下の措置を講じているか。 

イ 銀行等による保険募集の状況を的確に把握すること。 

ロ 銀行等による保険販売が保険会社のリスク管理能力を超えて著しく増大した場合、

又は特定の銀行等に対する販売依存の水準が当初の委託方針に比して著しく高くなっ

た場合には、その原因について検討し、必要に応じて適切な対応を行うための態勢が

整備されていること。 

 

 

１－１５－２ 非公開金融情報・非公開保険情報の取扱い 

 

  生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人である銀行等が、非公開金融情報（規

則第２１１条第２項第１号イ、第２１１条の２第２項第１号イ及び第２１１条の３第２

項第１号イに規定する非公開金融情報をいう。以下同じ。）を保険募集に利用する場合及

び非公開保険情報（規則第２１１条第２項第１号ロ、第２１１条の２第２項第１号ロ及

び第２１１条の３第２項第１号ロに規定する非公開保険情報をいう。以下同じ。）を資金

の貸付け等の保険募集以外の業務に利用する場合には、以下の方法により事前に顧客の

同意を得るための措置を講じているか。 



イ 対面の場合 

  非公開金融情報又は非公開保険情報の利用に先立って、当該利用について書面によ

る説明を行い、同意を得た旨を記録し、契約申込みまでに書面による同意を得る方法 

ロ 郵便による場合 

  非公開金融情報又は非公開保険情報の利用に先立って、当該利用について説明した

書面を送付し、保険申込書の送付等保険募集の前に、同意した旨の返信を得る方法 

ハ 電話による場合 

  非公開金融情報又は非公開保険情報の利用に先立って、当該利用について口頭で説

明し、同意を得てその旨を記録し、その後３営業日以内に当該利用について説明した

書面を送付し、契約申込みまでに書面による同意を得る方法 

ニ インターネットによる場合 

  非公開金融情報又は非公開保険情報の利用に先立って、当該利用について電磁的方

法による説明を行い、電磁的方法による同意を得る方法 

 

（注）顧客の属性に関する情報（氏名、住所、電話番号、性別、生年月日及び職業）は非

公開金融情報又は非公開保険情報に含まれない。 

 

 

１－１５－３ 銀行等の保険募集指針 

 

 保険募集の公正を確保するために銀行等が定める保険募集指針には、以下の事項が定

められているか。 

イ 顧客に対し、募集を行う保険の引受保険会社の商号や名称を明示するとともに、保

険契約を引き受けるのは保険会社であること、保険金の支払いは保険会社が行うこと

その他の保険契約に係るリスクの所在について適切な説明を行うこと。 

ロ 複数の保険の中から顧客の自主的な判断による選択を可能とするための情報の提供

を行うこと。 

ハ 銀行等が保険募集につき顧客に損害を与えた場合には、当該銀行等に募集代理店と

しての販売責任があることを明示すること。 

ニ 銀行等における苦情・相談の受付先を明示するとともに、締結の代理又は媒介を行

った保険契約に係る顧客からの苦情・相談に適切に対応する等契約締結後においても

必要に応じて適切な顧客対応を行うこと。 

ホ 上記の顧客への説明及び情報の提供や苦情・相談に係る顧客対応等について、顧客

との面談内容等の記録を保険期間が終了するまで保存するとともに、顧客対応等が適

切に行われていることを管理する体制を整備すること。 

 

 



１－１５－４ 銀行等保険募集制限先の確認等 

 

① 銀行等は、銀行等保険募集制限先（規則第２１１条第３項第１号柱書に規定する銀

行等生命保険募集制限先又は規則第２１１条の２第３項第１号柱書に規定する銀行等

損害保険募集制限先をいう。以下同じ。）を保険契約者又は被保険者とする保険契約（規

則第２１１条第１項第１号から第３号まで又は規則第２１１条の２第１項第１号から

第５号までに掲げるもの及び既に締結されている保険契約の更新又は更改（保険金額

その他の給付の内容の拡充又は保険期間の延長を含むものを除き、再更改を含む。）を

除く。）の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するた

め、以下の措置を講じているか。 

イ 保険募集に際して、あらかじめ、顧客に対し、銀行等保険募集制限先に該当する

かどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行った上で、当該顧客が

銀行等保険募集制限先に該当するかどうかを顧客の申告により確認するための措置 

ロ 締結の代理又は媒介を行った保険契約に係る契約申込書その他の書類を引受保険

会社に送付する時までに、保険募集の過程で顧客から得た当該顧客の勤務先等の情

報を当該銀行等の貸付先に関する情報と照合し、当該顧客が銀行等保険募集制限先

に該当しないことを確認するための措置 

 

 （注）イ及びロの措置については、当該措置によって、顧客に勤務先等の情報提供

等を強制することのないよう留意すること。 

なお、イ及びロの確認によっても当該顧客が銀行等保険募集制限先に該当す

るかどうかを確認できなかった場合は、特段の事情のない限り、該当しないも

のとみなす。 

 

ハ 保険契約の締結後に、顧客が銀行等保険募集制限先に該当することが確認された

場合に、当該保険契約に係る保険募集手数料その他の報酬について、所属保険会社

から受領せず、又は事後的に返還するための態勢の整備 

 

（注１）上記ロの銀行等の貸付先に関する情報との照合による確認については、当該貸

付先に関するデータベースを作成（少なくとも年１回の更新が必要。）してこれと照

合する方法のほか、本部等で融資情報を一元管理して各支店からの照合依頼を受け

る方法その他の銀行等の規模や特性を踏まえた方法によることもできる。 

 

（注２）銀行等が事業に必要な資金の貸付けを行っている法人等の役員又は常時使用す

る従業員を主たる構成員とする団体を設立させ、これに対し保険募集をする行為は、

特段の事情のない限り、実質的に当該法人等に対する保険募集とみなされる。 

 



 ② 銀行等は、保険募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営

に支障を及ぼさないよう、引受保険会社の業務又は財務の健全性や、当該銀行等が募

集を行う保険商品の内容に十分留意して保険募集に係る業務の受託の可否を決定して

いるか。 

 

 

１－１５－５ 規則第２３４条第１項第１０号関係 

 

 ①  顧客が当該銀行等に対し資金の貸付申込みを行っているかどうかについては、当該

貸付申込みを受け付けた者が属する支店と異なる支店に属する保険募集に係る業務の

担当者は、特段の事情のない限り、当該貸付申込みを行っているかどうかを知らない

ものとみなされる。 

 

② 顧客に資金需要があるにもかかわらず、意図的に貸付申込みをさせない場合につい

ては、「顧客が当該銀行等に対し資金の貸付けの申込みを行って」いる場合とみなされ

る。 

 


